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令和２年１月２０日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 

平成２８年（ワ）第４８１５号 特許権侵害差止等請求事件 

口頭弁論終結日 令和元年１０月７日 

判         決 

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり 5 

主         文 

  １ 被告は，原告に対し，１３億７９７１万００８７円及びうち別紙「認容金

額一覧表」の各番号に係る「損害賠償金」欄記載の各金員に対する同別紙「遅延損

害金起算日」欄記載の各日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

  ２ 原告のその余の請求を棄却する。 10 

  ３ 訴訟費用は，これを１０分し，その９を原告の負担とし，その余を被告の

負担とする。 

  ４ この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 15 

 被告は，原告に対し，１２６億２３５６万２１１６円及びうち別紙「請求金額一

覧表」の各番号に係る「損害賠償金」欄記載の各金員に対する同別紙「遅延損害金

起算日」欄記載の各日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

 １ 本件は，発明の名称を「油冷式スクリュ圧縮機」とする発明に係る特許権20 

（以下「本件特許権」といい，これに係る特許を「本件特許」という。）を有して

いた原告が，被告の製造，販売に係る別紙被告製品目録記載１及び２の各製品は本

件特許の特許請求の範囲請求項１に係る発明（以下「本件発明」という。）の技術

的範囲に属するとして，上記各製品の製造，販売行為につき，被告に対し，本件特

許権侵害の不法行為（予備的に，原告の営業上の利益を侵害する不法行為）に基づ25 

き，損害賠償金１２６億２３５６万２１１６円及びうち別紙「請求金額一覧表」の
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「損害賠償金」欄記載の各金員に対する不法行為後の日である同別紙の「遅延損害

金起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損

害金の支払を求める事案である。 

 ２ 前提事実（証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお，本判

決において書証を掲記する際には，枝番号の全てを含むときはその記載を省略する5 

ことがある。） 

 (1) 原告及び本件特許権 

 ア 原告 

原告は，産業機械器具等の製造，販売等を目的とする株式会社であり，冷凍機用

途の油冷式スクリュ圧縮機を販売している。 10 

イ 本件特許権 

 (ｱ) 概要 

特許番号          第３７６６７２５号 

 発明の名称         油冷式スクリュ圧縮機 

 出願日           平成８年１０月２５日 15 

 登録日           平成１８年２月３日 

 権利消滅日         平成２８年１０月２５日（存続期間満了） 

 特許請求の範囲（請求項１） 別紙「特許公報」記載のとおり 

なお，本件特許の願書に添付された明細書及び図面（以下，これらを併せて「本

件明細書」という。）の記載は，上記別紙のとおりである。 20 

(ｲ) 構成要件の分説 

本件発明を構成要件に分説すると，別紙構成要件目録記載のとおりである。 

(2) 被告及びその行為等 

ア 被告 

被告は，ガス圧縮機等の製造，販売等を目的とする株式会社である。 25 

イ 被告による油冷式スクリュ圧縮機及び油冷式スクリュ圧縮機が組み込まれた
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スクリュ式ガス圧縮システムの製造，販売 

被告は，平成１８年２月３日から現在まで，業として，GHシリーズという名称の

圧縮機本体が組み込まれた油冷式スクリュ圧縮機（以下「被告製品１」という。）

及びJHSシリーズという名称の圧縮機本体が組み込まれた油冷式スクリュ圧縮機

（以下「被告製品２」という。）を製造，販売，輸出及び販売の申出をしている。5 

また，被告は，被告製品２が組み込まれた「NewTon」という名称のスクリュ式ガ

ス圧縮システムを製造，販売している。 

ウ 被告製品１及び２の構成等 

(ｱ) 被告製品１ 

被告製品１は，別紙「被告各製品構成目録（原告主張）」記載の各構成のうち，10 

少なくとも構成ａ～ｄ及びｇの各構成を備えるとともに，スラスト軸受とバランス

ピストンとの間に仕切り壁（バランスピストンと共に直通型ラビリンス構造を構成

する部材を指す。後記のとおり，これが「圧力遮断する仕切り壁」（構成要件Ｅ）

に該当するか否かは当事者間に争いがあるが，便宜上，以下では被告製品１のこの

部材を「仕切り壁」という。）が設けられている。 15 

また，被告製品１には，バランスピストンの仕切り壁側の空間（以下「バランス

ピストン室」ということがある。）に油溜まり部の油を加圧することなく導く流路

を備えていない製品（以下「被告製品１－１」という。）とこれを備えている製品

（以下「被告製品１－２」という。）が存在する（甲５の１，乙１０，１４，弁論

の全趣旨）。このうち，被告製品１－１の構成は，バランスピストン室に油溜まり20 

部の油を加圧することなく導く流路を備えていない点で，本件発明の構成要件Ｅを

充足せず，そもそも別紙被告製品目録１記載の製品に含まれない。他方，被告製品

１－２の構成は，少なくとも本件発明の構成要件Ａ～Ｄを充足する。 

(ｲ) 被告製品２ 

被告製品２は，別紙「被告各製品構成目録（原告主張）」記載の各構成のうち，25 

少なくとも構成ａ～ｄ及びｇの各構成を備えるとともに，スラスト軸受とバランス
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ピストンとの間に仕切り壁（被告製品１と同様の部材を指す。これについても，後

記のとおり「圧力遮断する仕切り壁」（構成要件Ｅ）に該当するかは当事者間に争

いがあるが，同様に便宜上「仕切り壁」という。）が設けられている。 

被告製品２には，型式がH1714LSC，45H1490SSC/SMC及び65H140Sの３つの

製品（以下，順に「被告製品２－１」などという。また，これらと被告製品１－２5 

とを併せて「被告各製品」という。）が存在し，いずれもバランスピストンの仕切

り壁側の空間に油溜まり部の油を加圧することなく導く流路を備えている。 

被告製品２の各構成は，いずれも，少なくとも本件発明の構成要件Ａ～Ｄを充足

する。 

３ 争点 10 

(1) 技術的範囲の属否等（争点１） 

(2) 原告の損害の有無及び額（争点２） 

第３ 争点に関する当事者の主張 

１ 争点１（技術的範囲の属否等） 

（原告の主張） 15 

(1) 被告各製品の構成及びその本件発明の構成要件の充足 

被告各製品の構成は，別紙「被告各製品構成目録（原告主張）」記載のとおりで

ある。これによれば，被告各製品の構成は，構成要件Ａ～Ｄのほか，構成要件Ｅ～

Ｇも充足する。具体的には，後記(2)のとおりである。 

(2) 具体的な主張 20 

ア 構成要件Ｆの充足 

(ｱ) 「均圧流路」について 

ａ 意義 

本件発明の特許請求の範囲には，「バランスピストンの仕切り壁側の空間に，上

記油溜まり部の油を加圧することなく導く均圧流路」と記載されており，本件明細25 

書にも同旨の記載がある（【００１１】，【００１９】）。また，本件発明の実施
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例である本件明細書の図１には，「８ 均圧流路」の部分に，吐出圧力を示す略号

「Ｐｄ」が表記され，「油ポンプ６」による加圧を示す略号「＋α」は表記されて

いない。 

上記各記載の「均圧」流路に関し，油冷式スクリュ圧縮機の流路において圧力損

失及び圧力差が生じることは技術常識である。本件特許に係る特許請求の範囲請求5 

項２も，「均圧流路」という用語を用いる一方で，「上記吐出流路の圧力と上記均

圧流路の圧力との差圧が予め定めた範囲内の値になる」としており，吐出流路に入

って「均圧流路」を出るまでの流路内やその途中に設置されるフィルター・油冷却

器等の機器を通過中に圧力損失が生じることを当然の前提としている。 

したがって，本件発明の「均圧流路」とは，圧力損失等が生じることを当然の前10 

提としつつ，バランスピストンの仕切り壁側の空間に油溜まり部の油を加圧するこ

となく導く流路を意味し，流路中・流路両端において圧力値の完全な一致が図られ

ている流路を意味するわけではない。 

ｂ 被告各製品の構成 

被告各製品は，いずれも，バランスピストンの仕切り壁側の空間に油溜まり部の15 

油を加圧することなく導く流路を備えている。また，被告の主張（後記（被告の主

張）(2)ア(ｱ)ｂ）を前提としても，被告各製品においては，バランスピストン室に入

る手前の圧力は，油溜まり部と比較して，●（省略）●低下するにとどまり，これ

をもって「均圧流路」該当性が否定されるものではない。 

したがって，被告各製品は，「均圧流路」（構成要件Ｆ）を備える。 20 

(ｲ) 「油溜まり部の油を加圧することなく導く」タイミングについて 

ａ 意義 

本件明細書には，「起動直後，或はアンロード運転時等のように圧縮機の負荷が

小さくスラスト力が小さい場合がある。」（【０００８】），「上述した圧縮機の

起動直後，アンロード時等のように，吐出側から吸込側に向かう方向にスクリュロ25 

ータ１１，１２に作用する力が小さい場合には」（【００１５】）等と記載されて
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いるところ，「油溜まり部の油を加圧することなく導く」タイミングを「起動時」

等に限定する旨の記載はない。 

したがって，本件発明は，「逆スラスト荷重状態」を軽減することが望まれる適

宜のタイミングで「均圧流路」を使用する構成を備えていれば，「油溜まり部の油

を加圧することなく導く」均圧流路を備えているといえる。 5 

ｂ 被告各製品の構成 

被告各製品は，いずれも，アンロード運転時等に，「均圧流路」に相当する流路

を使用している。したがって，被告各製品は，いずれも，「油溜まり部の油を加圧

することなく導く」均圧流路を備える。 

(ｳ) 小括 10 

以上より，被告各製品の構成は，構成要件Ｆを充足する。 

イ 構成要件Ｅの充足 

(ｱ) 意義 

ａ 本件発明の特許請求の範囲には，「仕切り壁」は，「スラスト軸受とこのバ

ランスピストンとの間に…設け」られると記載されている。本件発明において，ス15 

クリュロータのスラスト力に対抗する構成としてバランスピストンが機能するため

には，本件明細書図３の「バランスピストンの仕切り壁側の空間」（空間Ｂ）すな

わちバランスピストン室の圧力（Ｐｄ）が，その右側の空間（「Ｄ」との記載が存

在する空間）の圧力（Ｐｓ）と比べて，相対的に高くなる必要がある。このように

各空間の圧力を制御するには，「均圧流路」により導かれる油で内部が満たされる20 

バランスピストン室（空間Ｂ）を形成する必要がある。また，「空間Ｂ」は，「バ

ランスピストンの仕切り壁側の空間」とは反対側の空間（「Ｄ」との記載が存在す

る空間）とは，バランスピストンにより空間として区別され，これを含まない。 

他方，その左側の空間（空間Ａ）は，吸込圧力Ｐｓ程度の圧力のガスで満たされ

ているため，空間Ａと空間Ｂの圧力遮断のために「仕切り壁」が必要になる。 25 
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【図３】 

 

したがって，「仕切り壁」は，スラスト軸受を収容している空間と，「バランス

ピストンの仕切り壁側の空間」の圧力を遮断するものであることを要し，かつ，そ

れで足りる。 5 

(ｲ) 被告各製品の構成 

被告各製品においては，バランスピストンのスラスト軸受側の面（受圧面）と対

面してバランスピストン室を構成する仕切り壁は，被告の主張を前提としても，所

望のシール効果を得られるものであるから，上記仕切り壁により，スラスト軸受と

バランスピストンの上記仕切り壁側の空間との間は「圧力遮断」されている。 10 

(ｳ) 小括 

したがって，被告各製品は，構成要件Ｅを充足する。 

ウ 構成要件Ｇの充足 

 本件発明の特許請求の範囲には，「均圧流路」については記載されているが，軸

受等に油溜まり部の油を加圧して導く流路については記載されていない。本件発明15 

は，「逆スラスト荷重」への対応と「バランスピストンの受圧面積」の拡大という

各課題をバランスピストン室への「均圧流路」の採用と特有の構成配置順序により

解決したものであり，軸受等に油溜まり部の油を加圧して導く流路を設けて形成す

るか否かは，本件発明の課題及び解決手段とは無関係である。本件明細書の図１に

は軸受等に油溜まり部の油を加圧して導く流路が表記されているが，これは本件発20 

明の一つの実施例にすぎない。 
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そうすると，本件発明において，軸受等に，油溜まり部の油を加圧して導く流路

を設けて形成されていることは必須の構成要件ではない。 

したがって，被告各製品の軸受等に油溜まり部の油を加圧して導く流路を備えて

いないとしても，本件発明の充足性が否定されるものではない。 

エ その他 5 

(ｱ) 後記（被告の主張）(2)エの主張は争う。 

(ｲ) 被告製品１－２について 

ａ 間接侵害 

仮に，国外に輸出販売された被告製品１－２の●（省略）●のうち予備機として

輸出等された１台につき，輸出等がされた時点では「均圧流路」が付加されておら10 

ず，本件特許権の直接侵害が成立しないとしても，当該予備機は，圧縮機本体であ

り油冷式スクリュ圧縮機の基幹部品であり，本件発明の構成要件Ｂ～Ｅをいずれも

充足すると共に，その設計上，吐出流路に油分離回収器を設け（構成要件Ａ），バ

ランスピストンの仕切り壁側の空間に油溜まり部の油を加圧することなく導く均圧

流路を設けること（構成要件Ｆ）を想定した構成である。このため，当該予備機を15 

用いることにより，本件発明の解決しようとする課題は解決されるから，当該予備

機は本件発明による課題の解決に不可欠である。また，被告は，本件特許に係る特

許公報等により，本件発明が特許発明であることを当然に認識していたと共に，当

該予備機が本件発明の実施に用いられることも，当然に認識していた。 

したがって，被告による当該予備機の生産，譲渡等の行為については，間接侵害20 

（特許法１０１条２号）が成立する。 

ｂ 予備的請求に係る主張 

また，当該行為につき，仮に本件特許権の直接侵害及び間接侵害が成立しないと

しても，当該行為は自由競争の範囲を逸脱して原告の営業上の利益を侵害する行為

であり，これにより原告は本件特許権の侵害と同様の損害を受けた。したがって，25 

被告は，少なくとも不法行為に基づく損害賠償責任（民法７０９条）を負う。 
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（被告の主張） 

(1) 被告各製品の構成及びその本件発明の構成要件の非充足 

被告各製品の構成は，別紙「被告製品１－２の構成図（被告主張）」及び同「被

告製品２の構成図（被告主張）」記載のとおりである。 

被告各製品は，いずれも，バランスピストンの仕切り壁側の空間に，油溜まり部5 

の油を加圧することなく導く流路を備えているが，これは「均圧流路」に当たらな

い。また，被告製品１－２及び２－１は，いずれも，起動時に「均圧流路」を使用

して「油溜まり部の油を加圧することなく導く」構成を備えていないことから，構

成要件Ｆを充足しない。 

さらに，被告各製品には，いずれも，スラスト軸受とバランスピストンとの間に10 

仕切り壁が設けられているが，この仕切り壁は「圧力遮断する」ものではないから，

被告各製品の構成は，構成要件Ｅを充足しない。 

上記各点を含め，具体的には，後記(2)のとおりである。 

(2) 具体的な主張 

ア 構成要件Ｆの非充足 15 

(ｱ) 「均圧流路」について 

ａ 意義 

本件発明の特許請求の範囲には，単に「油溜まり部の油を加圧することなく導く

流路」と記載されているのではなく，「油溜まり部の油を加圧することなく導く均

圧流路」と記載されている。 20 

「均圧」とは，「圧力が等しいこと」を一般的に意味する。また，「均圧流路」

は，圧縮機等の圧力利用に関する技術分野において，「均圧化のための流路」を意

味する用語として使用されている。 

本件明細書においても，「空間Ｂのバランスピストン１７のスラスト軸受１６側

の面には均圧流路８により吐出圧力Ｐｄを導いている」（【００１４】），「この25 

圧縮機では，バランスピストン１７には吐出圧力Ｐｄを作用させるようにしてあ
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り」（【００１５】）と記載されると共に，図１及び３にはそれぞれ４か所及び２

か所に「Ｐｄ」という表示があることに鑑みると，油溜まり部の圧力，バランスピ

ストンに作用する圧力及び両者をつなぐ流路が全て油と共に吐出された圧縮ガスの

吐出圧力（Ｐｄ）に等しいことが記載されているといえる。また，本件特許出願に

対応する外国出願の請求項には，「均圧流路」に対応する英語として「equalizing 5 

flowpassage」が用いられている。 

さらに，油溜まり部とバランスピストン室を接続して両方の圧力を等しくするこ

とは，バランスピストン室からの油の漏出を阻止すれば可能であり，本件発明では

「仕切り壁」によりこれを阻止することが想定されている。 

これらに鑑みると，本件発明の「均圧流路」とは，「仕切り壁」によってバラン10 

スピストン室における封止を確実なものとすることにより，油溜まり部の圧力とバ

ランスピストン室の圧力を等しくするための流路をいう。 

ｂ 被告各製品の構成 

被告製品２－２においては，バランスピストン室に入る手前では，油溜まり部と

比較して●（省略）●の圧力低下が生じる。バランスピストン室における圧力は，15 

そこに入る手前での圧力よりも更に低下する。そうすると，油溜まり部の圧力とバ

ランスピストン室の圧力が等しいということはできない。このことは，被告製品２

－２と給油経路の基本構成が同等である他の被告各製品においても同様である。 

ｃ 小括 

以上のとおり，被告各製品は，バランスピストンの仕切り壁側の空間に，油溜ま20 

り部の油を加圧することなく導く流路を備えているものの，この流路は「均圧流

路」（構成要件Ｆ）に当たらない。したがって，被告各製品の構成は，この点で構

成要件Ｆを充足しない。 

(ｲ) 「油溜まり部の油を加圧することなく導く」タイミングについて 

ａ 意義 25 

本件発明の特許請求の範囲及び本件明細書には，バランスピストン室に通じる供
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給流路に関して，加圧流路を付加した上で適宜のタイミングで加圧流路と「均圧流

路」とを切り換えることについて，明示の記載はなく，これを示唆する記載もない。

本件発明の実施例である本件明細書の図１と従来例である図６を対比すると，両者

は，油ポンプ６を経由してＰｄ＋αの圧力の油を軸受等に供給する油供給流路７が

存在する点は共通しており，油ポンプ６を経由することなくＰｄの圧力の油をバラ5 

ンスピストンに供給する均圧流路８が存在するか否かの点で相違する。この相違点

に係る構成が本件発明の核心部分であるから，そもそも，油ポンプを経由して加圧

された油をバランスピストンに供給する油供給流路を備える構成は，本件発明の技

術思想から除外されている。 

本件明細書の記載に鑑みると，本件発明の本質的部分は，油溜まり部の油を加圧10 

することなくバランスピストン室に導く「均圧流路」を採用することにより，「起

動直後，或はアンロード運転時のように圧縮機の負荷が小さくスラスト力が小さい

場合」における「逆スラスト荷重状態の発生をなくす」点にある。ところが，少な

くとも「起動直後」及び「アンロード運転時」の両方において「均圧流路」を使用

しなければ，他の運転状態において「均圧流路」を使用したとしても，「逆スラス15 

ト荷重状態の発生をなくす」ことはできない。 

したがって，少なくとも起動時に「均圧流路」を使用して「油溜まり部の油を加

圧することなく導」く構成を備えていなければ，本件発明における「油溜まり部の

油を加圧することなく導く」均圧流路を備えているとはいえない。 

 ｂ 被告各製品の構成 20 

 被告製品１－２及び２－１は，いずれも，起動時には，油ポンプを経由して加圧

された油をバランスピストンに供給する構成となっている。 

 ｃ 小括 

 以上のとおり，被告製品１－２及び２－１は，いずれも，起動時に「均圧流路」

を使用して「油溜まり部の油を加圧することなく導く」構成を備えていない。した25 

がって，被告製品１－２及び２－１の構成は，この点で構成要件Ｆを充足しない。 
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イ 構成要件Ｅの非充足 

(ｱ) 意義 

ａ 本件明細書において，「仕切り壁」は，スラスト軸受を収容している空間Ａ

とバランスピストンを「収容している」「空間Ｂ」とを圧力遮断するものとされて

いるところ，まず，仕切り壁と「バランスピストン１７のスラスト軸受１６側の5 

面」との間の空間は，バランスピストンの仕切り壁側に面しているだけであり，バ

ランスピストンを収容していない。また，本件明細書の「空間Ｂのバランスピスト

ン１７のスラスト軸受１６側の面」との記載（【００１４】）は，「空間Ｂ」には，

「バランスピストン１７のスラスト軸受１６側の面」とは反対側の面もあることを

意味すると解される。そうすると，バランスピストンを「収容している」「空間10 

Ｂ」とは，バランスピストンのスラスト軸受側の面（受圧面）とこれと対面してバ

ランスピストン室を構成する壁との間の空間だけでなく，バランスピストンのスラ

スト軸受側の面（受圧面）とは反対側の面とこれと対面する壁との間の空間をもい

うものと解される。 

そうである以上，「仕切り壁」は，スラスト軸受を収容している空間と，バラン15 

スピストンのスラスト軸受側の面（受圧面）とこれと対面してバランスピストン室

を構成する壁との間の空間だけでなく，スラスト軸受を収容している空間と，バラ

ンスピストンのスラスト軸受側の面（受圧面）とは反対側の面とこれと対面する壁

との間の空間の圧力を遮断するものでなければならない。 

ｂ また，「均圧流路」が，油溜まり部の圧力とバランスピストン室の圧力を等20 

しくするための流路であり（前記ア(ｱ)ａ），「仕切り壁」には，そのような流路と

するためにバランスピストン室からの油の漏出を阻止する機能を有することが求め

られることに鑑みると，「圧力遮断する」仕切り壁とは，そのような機能を有して

油溜まり部とバランスピストン室の圧力を等しく保つものでなければならない。 

(ｲ) 被告各製品の構成 25 

被告各製品においては，バランスピストンのスラスト軸受側の面（受圧面）とは
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反対側の面とこれと対面する壁との間の空間は，スラスト軸受を収容している空間

と連通している。また，被告各製品においては，バランスピストンのスラスト軸受

側外面の一部がスラスト軸受を収容している空間に露出している。 

さらに，被告各製品においては，バランスピストンのスラスト軸受側の面（受圧

面）と対面してバランスピストン室を構成する壁がラビリンスシール構造となって5 

おり，バランスピストン室から油が漏出しているため，油溜まり部の圧力とバラン

スピストン室の圧力は等しくない。 

(ｳ) 小括 

以上によれば，被告各製品は，いずれも「圧力遮断する仕切り壁」を備えない。

したがって，被告各製品の構成は，構成要件Ｅを充足しない。 10 

ウ 構成要件Ｇの非充足 

(ｱ) 本件発明の「油冷式スクリュ圧縮機」においては軸受等に油溜まり部の油を

加圧して導く流路を設けて形成していることが必須の構成であること 

本件明細書では，従来例につき，油ポンプ６によって油溜まり部からの油は，Ｐ

ｄ＋αに加圧されて圧縮機本体３に潤滑油として供給されると図示され（図６），15 

また，「油ポンプ６から給油圧力Ｐｄ＋αの油が圧縮機本体３内の軸受，軸封部…

に送られ」ると記載されている（【０００４】）。本件発明の実施例においても，

同様に，油ポンプ６によって油溜まり部からの油は，Ｐｄ＋αに加圧されて圧縮機

本体３に潤滑油として供給されると図示され（図１），また，「この圧縮機の場合，

油ポンプ６の一次側にて油供給流路７から分岐させた均圧流路８が設けてあり，油20 

ポンプ６の二次側に続く油供給流路７の部分はラジアル軸受１３，１４の箇所に導

き，均圧流路８はバランスピストン１７の箇所に導くように形成してある。」と記

載されている（【００１３】）。 

（以下余白） 

 25 
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【図１】            【図６】 

     

このように，本件発明の「油冷式スクリュ圧縮機」は，軸受等に油溜まり部の油

を加圧して導く流路を備えていることを前提として，油ポンプの手前で同流路から

分岐する，バランスピストンに油溜まり部の油を加圧することなく導く流路をも備5 

えるものである。そうすると，本件発明の「油冷式スクリュ圧縮機」は，軸受等に

油溜まり部の油を加圧して導く流路を設けて形成していることを必須の構成とする

ものである。 

(ｲ) 被告製品２－２及び２－３の構成 

被告製品２－２及び２－３は，油冷式スクリュ圧縮機ではあるものの，別紙「被10 

告製品２の構成図（被告主張）」記載の被告製品２－２及び２－３の各構成図のと

おり，軸受等に油溜まり部の油を加圧して導く流路を備えていない。 

(ｳ) 小括 

以上によれば，被告製品２－２及び２－３は，本件発明の「油冷式スクリュ圧縮

機」とはいえない。したがって，被告製品２－２及び２－３の構成は，構成要件Ｇ15 

を充足しない。 

エ その他 

本件発明において，バランスピストンの軸径をラジアル軸受及びスラスト軸受の

軸径よりも小さくすることにより，バランスピストンの受圧面積をそうでない場合

における受圧面積よりも相対的に大きくすることは，必須の構成要件である。 20 

しかし，被告各製品のバランスピストンの軸径は，スラスト軸受の軸径よりも大

きくなっており，被告各製品のバランスピストンは，受圧面積を大きくする構成に
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なっていない。 

したがって，被告各製品は，本件発明における上記構成要件を充足しない。 

オ 被告製品１－２に関する原告のその余の主張等について 

(ｱ) 間接侵害 

国外に輸出された被告製品１－２は，国外において顧客側が他の構成機材と共に5 

運転場所で製作する圧縮システムに組み込まれるものとして輸出されたものであり，

当該システムに組み込まれる圧縮機について特許法１０１条２号が適用される余地

はない。 

(ｲ) 予備的請求に係る主張 

本件特許権の直接侵害及び間接侵害が成立しない場合に，それ以外の権利侵害に10 

該当する事情もない。  

２ 争点２（原告の損害の有無及び額） 

 （原告の主張） 

(1) 主位的主張 

本件における原告の損害は，別紙「NewTonシステムの利益額算定表(5)」記載の15 

NewTonシステム（以下「５９３番代替機」という。）及び「NewTonシステムの利

益額算定表(6)」記載のNewTonシステム（以下「６０４８番転用機」という。）を

含め，NewTonシステム合計●（省略）●台の販売による損害として，特許法１０

２条２項に基づき，以下のとおり算定されるべきである。 

 ア 逸失利益 20 

(ｱ) 特許法１０２条２項の適用 

原告は，冷凍機用途の油冷式スクリュ圧縮機（ SHN55TUW， iZN80W，

iZN80TUW，iZN130SUW等。以下，これら原告が販売する油冷式スクリュ圧縮機

を「原告各製品」という。）を販売している。他方，本件特許権を侵害する被告製

品２－２及び２－３は，スクリュ式ガス圧縮システム「NewTonシステム」に組み25 

込まれて販売されるものであるとしても，冷凍機用途の油冷式スクリュ圧縮機であ
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る以上，原告各製品は，被告製品２－２及び２－３と競合する関係にある。また，

原告各製品は，顧客吸引力を有し，実際に十分な納入実績を上げている。 

したがって，本件においては，原告に，被告による本件特許権侵害行為がなかっ

たならば利益が得られたであろうという事情が存在することから，特許法１０２条

２項が適用される。 5 

(ｲ) 被告が本件特許権侵害行為により得た利益の額 

ａ 算定方法 

圧縮機本体はNewTonシステムの中核をなし，本件発明はこの圧縮機に関するも

のであることなどに鑑みると，本件においては，被告製品２－２及び２－３が組み

込まれたNewTonシステムを販売することにより被告が得た利益全額をもって，被10 

告が本件特許権侵害行為により得た利益の額と見るのが相当である。 

被告製品２－２及び２－３の製造原価がNewTonシステムの製造原価に占める割

合は，仮に考慮する余地があるとしても推定覆滅の一要素になり得るにすぎない

（もっとも，後記のとおり，本件においてこれを推定覆滅事由として考慮すべきで

はない。）。 15 

ｂ NewTonシステム１台ごとの売上額 

(a) NewTonシステム１台ごとの売上額に相当するNewTonシステム１台の定価

は，別紙「NewTonシステムの利益額算定表(1)」～「NewTonシステムの利益額算

定表(6)」の「定価（単価）」欄各記載のとおりである。 

なお，値引きについては，被告が値引販売したと主張するものにつき，いずれも20 

信頼し得る裏付けを欠くことから，これを考慮することはできない。また，被告主

張に係る「●（省略）●」は，被告の製造部門が販売部門に販売した処理をする際

の金額であって，専ら被告内部の処理のためのものにすぎず，これによりNewTon

システム１台ごとの売上額算定の基礎とすることはできない。 

さらに，５９３番代替機及び６０４８番転用機については，これらの譲渡により25 

被告が経済的利益を受けている以上，やはり特許法１０２条２項が適用される。 
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(b) NewTonシステム１台ごとの経費 

NewTonシステム１台ごとの製造原価は，別紙「NewTonシステムの利益額算定表

(1)」～「NewTonシステムの利益額算定表(6)」の「製造原価（単価）」欄各記載の

とおりである。 

他方，上記製造原価に社内加工費及び艤装作業費が含まれていることに鑑みると，5 

その余の経費として控除すべきものはない。 

被告は，限界利益の算定方法として最小二乗法を採用すべき旨主張するけれども，

これは，被告の事業全体の変動費率を算出するものであって，特定の費用を控除す

べきか否かを当該費用の性質等を考慮して個別具体的に検討することができないこ

とから，特許法１０２条２項に基づく損害額の算定に当たって採用することは適切10 

でない。 

(c) NewTonシステム１台ごとの販売利益の額 

以上によれば，NewTonシステム１台ごとの販売利益の額は，別紙「NewTonシス

テムの利益額算定表(1)」～「NewTonシステムの利益額算定表(6)」の「定価－原価

（単価）」欄各記載のとおりとなる。 15 

(d) NewTonシステムの販売台数 

被告が販売したNewTonシステムのうち，本件特許権の存続期間中に引渡しまで

完了するか，受注まで終えていた台数は，別紙「NewTonシステムの利益額算定表

(1)」～「NewTonシステムの利益額算定表(6)」の「NewTon台数」欄各記載のとお

りである。 20 

(e) NewTonシステムの販売利益の合計額 

そうすると，NewTonシステムの販売利益の合計額は，別紙「NewTonシステムの

利益額算定表(1)」～「NewTonシステムの利益額算定表(6)」の「定価－原価（小

計）」欄各記載のとおり，●（省略）●円となり（別紙「損害額算定表（原告主

張）」の①欄参照），これに消費税額相当分を加算すると，合計●（省略）●円と25 

なる（同「損害額算定表（原告主張）」の②欄参照）。 
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(ｳ) 推定覆滅について 

以下の事情に鑑み，本件における推定覆滅率は，１０％を超えない。したがって，

被告が本件特許権侵害行為によって得た利益は，●（省略）●円を下らない（別紙

「損害額算定表（原告主張）」の③欄参照）。 

ａ 業務態様等の相違について 5 

原告各製品（冷凍機用途の油冷式スクリュ圧縮機）と，被告製品２－２又は２－

３を組み込んだNewTonシステムとは，「アンモニア／二酸化炭素冷媒」（自然冷

媒）の「冷凍機用途の油冷式スクリュ圧縮機」という点で，市場の同一性がある。 

被告主張に係る販売態様の相違についても，原告は，冷凍・冷蔵プラントの需要

者に対し，セットメーカを通じて原告各製品を販売することができるほか，直接こ10 

れを販売することもできる。したがって，原告は，被告が，冷凍・冷蔵プラントの

需要者から，圧縮機本体を中核とするNewTonシステムを主要部分とする冷凍・冷

蔵プラントを受注すると，冷凍・冷蔵プラントの需要者に対し，直接又はセットメ

ーカを通じて，原告各製品を販売する機会を喪失することになる。このため，被告

主張に係る販売態様の差異は，推定覆滅事由とはならない。 15 

ｂ 市場における競合品の存在について 

「アンモニア／二酸化炭素冷媒」（自然冷媒）の「冷凍機用途の油冷式スクリュ

圧縮機」の市場において，被告と競合する事業者は事実上原告だけであり，被告製

品２－２及び２－３が組み込まれたNewTonシステムの競合関係に立つ製品は，事

実上原告各製品だけであった。 20 

競合品として，被告は，まず，「ポンプ非装備NewTonシステムを価格，機能に

実質的に全く影響しないポンプ装備システムに変換したもの」が競合品となり得る

とするが，そのようなシステムが価格，機能に実質的に全く影響しないことの立証

はなく，また，そもそも，そのような製品は本件特許権侵害行為当時，市場に存在

していなかった。そうである以上，そのような製品は競合品とはなり得ない。 25 

また，被告は，被告製品２－１が組み込まれたNewTonシステムも競合品である
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と主張するが，その販売実績は原告各製品を下回ると共に，性能等が明らかになっ

ていないことなどに鑑みると，これも競合関係に立つ製品ではない。 

このように，市場における被告製品２－２及び２－３の競合品は，原告各製品の

ほかにはないから，この点も推定覆滅事由とはならない。 

ｃ 侵害者の営業努力（ブランド力，宣伝広告）について 5 

被告が提供するサポート体制は，油冷式スクリュ圧縮機の事業者が需要者に対し

て通常提供する程度のものであり，需要者にとって最低限必要な事項にすぎないし，

原告も同様に提供している。このため，サポート体制の点は，需要者の購買意欲の

形成に特に寄与するものではないし，通常の範囲を超える格別の工夫や営業努力と

いうことはできない。 10 

また，NewTonシステムの納入実績が，原告各製品の納入実績よりも圧倒的に高

かったわけでもなく，需要者による被告及びNewTonシステムに対する信認の程度

が，原告及び原告各製品に対するそれよりも高かったという事情はない。 

さらに，被告は，開発経緯等に基づくNewTonシステムの市場での競争上の優位

性をいうけれども，現在の業界におけるNewTonシステムの位置を客観的に示す証15 

拠はない。被告の事業が補助金対象適格事業に認定されたこと，NewTonシステム

が表彰を受けていることは，いずれも需要者の購買意欲の形成に寄与したとはいえ

ない。 

したがって，被告の工夫や営業努力も，仮に認められても通常の範囲を超える格

別のものではなく，推定覆滅事由とはならない。 20 

ｄ 侵害品の性能（機能，デザイン等特許発明以外の特徴）について 

本件発明は，その実施により従来技術で必要とされた「油ポンプ」及びその稼働

が一部不要となるものであるから，高度な経済性及び省エネルギー性並びにコンパ

クトなユニット設計は，本件発明の実施と直接関連するものである上，これらは原

告各製品においても実現されている。このため，本件発明の実施という点を除き，25 

NewTonシステムが原告各製品に比べて優れた効能を有するものとはいえない。ま
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た，NewTonシステムにおいて高度な経済性及び省エネルギー性並びにコンパクト

なユニット設計を実現できていることは，需要者の購買意欲の形成に寄与している

ものの，それは，上記のとおり，本件発明を実施していることによる。 

アンモニア漏洩のリスクに対する安全性は，アンモニア冷媒を使用する油冷式ス

クリュ圧縮機において，需要者にとって最低限必要な事項にすぎず，また，原告各5 

製品においても実現されている。このため，この点も，需要者の購買動機の形成に

特に寄与するというものではないし，NewTonシステムが原告各製品に比べて優れ

た効能を有するものということもできない。 

さらに，NewTonシステムが被告の有する特許権や意匠権で保護されているとす

る点については，実施そのものが不明であるとともに，実施したことがNewTonシ10 

ステムの売上げに貢献しているといった事情もない。 

したがって，侵害品の性能の点も，本件において推定覆滅事由とはならない。 

ｅ 本件発明が侵害品の部分のみに実施されていることについて 

本件発明は，NewTonシステムの中核である圧縮機本体等に関するものであり，

NewTonシステムで実施されることにより格別の効果を奏する。このため，本件発15 

明の顧客吸引力は高い。 

また，本件発明を実施した油冷式スクリュ圧縮機に相当する部分の製造原価が

NewTonシステムの製造原価全体に占める割合は，NewTonシステムの技術的・商業

的価値に占める本件発明の技術的・商業的価値を反映するものではない。したがっ

て，上記製造原価の割合は，油冷式スクリュ圧縮機に相当する部分が，NewTonシ20 

ステムの販売に際し需要者の購買意欲の形成に貢献した度合いを示すものではない。 

したがって，これらの点も，本件において推定覆滅事由とはならない。 

ｆ 原告の生産能力による特許法１０２条２項に基づく推定の覆滅について 

原告の生産能力により算定された利益の額は，侵害者が得た利益と特許権者が受

けた損害との相当因果関係を阻害する事情ではない。 25 

したがって，特許法１０２条２項に基づく損害額の算定に当たり，上記事情は推
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定覆滅事由とはならない。 

イ 弁護士費用 

被告の本件特許権侵害行為と相当因果関係に立つ弁護士費用相当損害額は，１１

億４７５９万６５５３円を下らない。 

ウ 遅延損害金の起算日 5 

平成２０年～平成２７年に発生した損害に係る遅延損害金の起算日については，

発生した年の末日を起算日とし，平成２８年に発生した損害に係る遅延損害金の起

算日については，本件特許権の存続期間満了日である平成２８年１０月２５日を起

算日とする（別紙「損害額算定表（原告主張）」の⑤欄参照）。 

(2) 予備的主張 10 

ア ５９３番代替機及び６０４８番転用機に係る販売について，仮に特許法１０

２条２項の適用が認められない場合，この部分については同条３項に基づく損害額

の算定を主張する。 

イ 逸失利益 

５９３番代替機及び６０４８番転用機の売上額に相当する定価は，別紙15 

「NewTonシステムの利益額算定表(5)」及び「NewTonシステムの利益額算定表

(6)」の各「定価（単価）」欄に各記載のとおり，５９３番代替機が●（省略）●万

円，６０４８番転用機が●（省略）●万円である。 

また，本件特許が属する技術分野における実施料率の最頻値が５％，中央値が４

％，平均値が４．２％（イニシャル無）又は４．４％（イニシャル有）であるとこ20 

ろ，本件発明が格別な効果を奏するものであること，本件発明は，需要者の購買意

欲の形成に寄与し，NewTonシステムの売上げや利益に貢献していること，本件発

明は，NewTonシステムの中核であり重要部分で実施されていること，原告と被告

とは競合関係にあること，被告は，本件訴訟前において，著しく不誠実な協議態度

を取り，遅くとも平成２６年１１月頃以降，本件特許権の存在を認識しながら漫然25 

とその侵害行為を継続したことを総合的に考慮すると，実施に対し受けるべき料率
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は５％を下らない。 

以上によれば，５９３番代替機及び６０４８番転用機に係る実施に対し受けるべ

き金銭の額に相当する額は合計●（省略）●円であり，これに消費税額相当分を加

算すると，合計●（省略）●円である。 

ウ 弁護士費用 5 

 被告の本件特許権侵害行為と相当因果関係に立つ弁護士費用相当損害額は，逸失

利益の額の１割に相当する●（省略）●円を下らない。 

 エ 遅延損害金の起算日 

 ５９３番代替機に係る損害は，平成２４年に発生したから，その遅延損害金の起

算日は同年１２月３１日とし，６０４８番転用機に係る損害は，平成２５年に発生10 

したから，その遅延損害金の起算日は，同年１２月３１日とする。 

 （被告の主張） 

 (1) 主位的主張について 

 ア 特許法１０２条２項の適用 

 (ｱ) 本件発明は，特許請求の範囲のとおり，「油冷式スクリュ圧縮機」に関する15 

発明であり，油冷式スクリュ圧縮機が組み込まれたシステムに関する発明ではない。

原告も，別紙被告製品目録において，被告の侵害品をNewTonシステムではなく，

JHSシリーズ等の圧縮機として特定している。 

そして，被告製品２－２及び２－３が組み込まれたNewTonシステムにおいては，

被告製品２－２又は２－３とNewTonシステムの他の部分とをその構造，性状を損20 

なうことなく分離することが可能であり，被告製品２－２又は２－３を本件発明に

属しない圧縮機に代替させることも可能である。 

したがって，本件において侵害品となり得るものは，油冷式スクリュ圧縮機であ

る被告製品２－２及び２－３が組み込まれたNewTonシステムではなく，被告製品

２－２及び２－３である。 25 

 (ｲ) 他方，原告は，NewTonシステムに相当するような油冷式スクリュ圧縮機が
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組み込まれたシステムを取り扱っていない。このため，NewTonシステムを使用し

たプラントの製造販売業者である被告と油冷式スクリュ圧縮機の製造販売業者であ

る原告とは，油冷式スクリュ圧縮機の受注のために直接競争する関係にはない。 

したがって，仮に被告の侵害品を被告製品２－２及び２－３が組み込まれた

NewTonシステムと捉えるのであれば，特許法１０２条２項の適用は認められない。 5 

イ 被告が得た利益の額 

(ｱ) 前記アのとおり，本件での侵害品が，被告製品２－２及び２－３が組み込ま

れたNewTonシステムではなく，被告製品２－２及び２－３であることに鑑みると，

被告が本件特許権侵害行為により得た利益の額は，油分離器及び配管部分が本件発

明の「油冷式スクリュ圧縮機」を構成する機器とされていることを考慮しても，10 

NewTonシステムを販売することにより得た利益のうち圧縮機本体，油分離器及び

配管部分（以下「被告主張の侵害部分」という。）に関する部分にとどまる。 

NewTonシステムを構成する部品のうち，上記以外の油冷却器，フィルター，駆

動モーター及び制御装置は，特許請求の範囲に記載されていない部品であることな

どから，被告が本件特許権侵害行為により得た利益の額を算定するに当たっては，15 

これらを対象に含めるべきではない。 

(ｲ) 経費の積上げによる算定方法 

ａ NewTonシステムの売上額 

(a) 被告においては，社内分社のような形で製造部門と営業部門とを独立させ，

それぞれの独自採算とする組織体制を採用しており，社内的には，製造部門の製造20 

原価に適正利益を加えた額を●（省略）●として販売部門に販売した処理をし，製

造部門の利益を計上している。このため，●（省略）●は，被告の製造業者として

の設備業者に対する売上額に相当する。NewTonシステムの工場仕切価格の合計額

は，被告が販売したNewTonシステムのうち，本件特許権の存続期間中に引渡しま

で完了していた分で●（省略）●円，受注まで終えていた分を含めても●（省略）25 

●円である。 
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(b) 原告の主張のうち，NewTonシステムの定価は認める。しかし，被告は，

NewTonシステムにつき，必ずしも定価のまま販売しておらず，値引きを行う場合

もあり，現に，本件で算定対象となっているNewTonシステムの中には値引販売さ

れたものがある。 

また，原告は，本件特許権の存続期間中に受注まで終えていた分をも本件特許権5 

侵害行為による損害に含めている。しかし，被告は，本件特許権の存続期間満了後

に適法に行うことができる譲渡の申出を行ったにすぎない。 

さらに，５９３番代替機及び６０４８番転用機については，いずれも，被告が顧

客に無償で譲渡したものであるところ，原告は，被告が上記譲渡により受けた利益

の内容及び額について，具体的な主張，立証をしていない。そうである以上，これ10 

らの売上は零であり，利益は存在しない。 

ｂ NewTonシステムの営業利益の額 

NewTonシステムの上記売上額から製造原価を控除した粗利額は，本件特許権の

存続期間中に引渡しまで完了していた分で●（省略）●円，受注まで終えていた分

を含めても●（省略）●円である。 15 

また，上記粗利額から，売上比に応じた販管費を控除した営業利益の額は，本件

特許権の存続期間中に引渡しまで完了していた分で●（省略）●円，受注まで終え

ていた分を含めても●（省略）●円である。 

ｃ 被告主張の侵害部分の営業利益の額 

被告主張の侵害部分がNewTonシステムに占める構成割合（NewTonシステムの全20 

原価に占める被告主張の侵害部分の製造原価の割合）は，●（省略）●％であるか

ら，NewTonシステムの上記営業利益の額にこれを乗じると，被告主張の侵害部分

の営業利益の額は，本件特許権の存続期間中に引渡しまで完了していた分で●（省

略）●円，受注まで終えていた分を含めても●（省略）●円である。 

(ｳ) 最小二乗法による算定方法 25 

前記のとおり，NewTonシステムの工場仕切価格の合計額は，本件特許権の存続
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期間中に引渡しまで完了していた分で●（省略）●円，受注まで終えていた分を含

めても●（省略）●円である。これに，被告主張の侵害部分がNewTonシステムに

占める構成割合（●（省略）●％）を乗じると，被告主張の侵害部分の売上額は，

本件特許権の存続期間中に引渡しまで完了していた分で●（省略）●円，受注まで

終えていた分を含めても●（省略）●円である。 5 

ここで，限界利益の計算に当たっては，侵害品の製造販売に要した総費用の変動

額と売上額の変動額の比率（変動費率）から限界利益率を計算すべきであるところ，

この変動費率を複数会計期について計算する手法としては，過去の実績データから

固定費と変動費を区分する方法である最小二乗法によるのが適切である。 

そこで，被告主張の侵害部分の上記売上額に，最小二乗法により算定した被告主10 

張の侵害部分の限界利益率（●（省略）●％）を乗じると，被告主張の侵害部分の

限界利益の額は，本件特許権の存続期間中に引渡しまで完了していた分で●（省

略）●円，受注まで終えていた分を含めても●（省略）●円である。 

ウ 推定覆滅事由の存在 

本件では，以下のとおりの推定覆滅事由が存在することに鑑みると，推定覆滅率15 

は１００％である。 

(ｱ) 業務態様の相違 

被告は，圧縮機ユニットを含む冷凍システムの製造業者であると共に，顧客から

冷凍・冷蔵プラント一式の設計から施工，その後のサポートまでを受注し，納品す

る冷凍プラント業者であるのに対し，原告は，圧縮機ユニットの製造業者であり，20 

冷凍プラントを取り扱っていないという点で，原告と被告の業務態様の間には決定

的な相違が存在する。 

(ｲ) 被告製品２－２及び２－３が組み込まれたNewTonシステムの顧客吸引力は，

本件発明以外の点にあること 

NewTonシステムを使用した冷凍・冷蔵プラントの顧客吸引力は，高度な経済性25 

と省エネルギー性，アンモニア漏洩リスクに対する安全性，コンパクトなユニット
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設計，常時サポート体制といった長所及び被告の実績と信用によるものであり，い

ずれも，被告自身の技術開発と営業努力によるものであって，本件発明はこれに何

ら寄与していない。 

すなわち，NewTonシステムは，被告保有の特許等を実施するなどして，自然冷

媒の一つであるアンモニア冷媒を用いて二酸化炭素を冷却する間接冷却方式を採用5 

し，熱特性に優れたアンモニアを機械室に閉じ込めて漏らさない構造を追求するこ

とにより，安全な利用を可能にしつつ，高度な経済性及び省エネルギー性を実現す

るとともに，ユニット設計を採用することなどにより，従来機種に比してコンパク

ト化を実現している。また，被告は，遠隔監視システム・診断ソフトを利用した２

４時間３６５日サポート体制を実施している。これらのことに鑑みると，NewTon10 

システムを使用した被告製プラントの顧客吸引力は，本件発明にはない。 

また，NewTonシステムを使用した被告製プラントと原告各製品が組み込まれた

システムを使用したプラントの納入実績を比較すると，前者は後者より圧倒的に多

い。このことは， 被告製プラントの顧客吸引力が，被告及びNewTonシステムに対

する信認にあることを示す。 15 

(ｳ) 代替品が現に存在していたとともに，被告が実施部分を非実施部分に置換す

ることは容易であったこと 

ａ 現実に存在していた代替品 

本件発明の非実施品として，被告製品２－１が組み込まれたNewTonシステムが

現に存在していた。被告製品２－１が組み込まれたNewTonシステムが，被告製品20 

２－２及び２－３が組み込まれたNewTonシステムよりも販売実績が劣るからとい

って，これらを代替し得ないことにはならない。 

ｂ 実施部分を非実施部分に置換して代替品を製造することは容易であったこと 

ポンプを装備していない被告製品２－２及び２－３を組み込んだNewTonシステ

ムにポンプを装備させることは，製品の性能に悪影響を及ぼすことなく，かつ，販25 

売価格にもほとんど影響することなく，容易に実行可能である。 
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そうすると，「ポンプ非装備NewTonシステムを価格，機能に実質的に全く影響

しないポンプ装備システムに変換したもの」は，実質的に常に存在していたといえ，

被告製品２－２及び２－３が組み込まれたNewTonシステムに代替し得た製品であ

る。 

(ｴ) 本件発明の顧客吸引力について 5 

ａ 本件明細書の記載によれば，本件発明の効果は，バランスピストンの受圧面

積を大きくし，負荷容量の大きなスラスト軸受を採用し，逆スラスト加重状態の発

生をなくし，単純かつコンパクトな構造で，振動，騒音を低減させることができる

ことなどとされているところ，これらの効果は，被告製品２－２及び２－３の性能

と何の関係もなく，その販売には全く寄与していない。また，原告は，本件発明を10 

実施していない。 

これらの事情は，本件発明に顧客吸引力がないことを示す。 

ｂ NewTonシステムが圧縮機本体だけでなく，多数の不可欠な機器群から構成

されるシステムであり，かつ，これらには被告が保有する特許が実施されている以

上，NewTonシステムの顧客吸引力が高いといっても，本件発明の実施部分である15 

圧縮機本体のみがその顧客吸引力に貢献しているわけではない。 

(ｵ) 原告の実施能力による特許法１０２条２項に基づく推定の覆滅 

特許法１０２条２項により算定された利益の額が，特許権者が得られたであろう

利益の額を超過する場合，その限度で同項による推定は覆滅される。 

被告のNewTon事業の限界利益率が●（省略）●％であるのに対し，原告の圧縮20 

機事業の限界利益率が●（省略）●であると推認されることに鑑みると，被告の利

益の額は，上記限界利益率の限度で覆滅される。 

イ 弁護士費用及び遅延損害金の起算日 

否認ないし争う。 

(2) ５９３番代替機及び６０４８番転用機の２台の販売による損害（予備的主25 

張）について 
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否認ないし争う。 

前記のとおり，５９３番代替機及び６０４８番転用機は，顧客に無償で譲渡され

たものである。したがって，被告には無償提供によりその代金相当額分の損失が生

じており，経済的利益はない。 

第４ 当裁判所の判断 5 

 １ 本件発明の技術的意義 

 本件明細書の記載によれば，本件発明の技術的意義は，次のとおりと認められる。 

 (1) 発明の属する技術分野（【０００１】） 

本件発明は，スクリュロータに作用するスラスト力（吐出側から吸込側に向かう

方向に作用するスラスト力）を軽減するようにした油冷式スクリュ圧縮機に関する10 

ものである。 

(2) 従来の技術（【０００２】～【０００４】，【０００６】） 

ア 図７に示す油冷式スクリュ圧縮機の場合，雄ロータ１２の左側に延びる吸込

側ロータ軸がモータによる回転駆動力を受ける入力軸１５となっており，雌ロータ

１１，雄ロータ１２の吐出側のラジアル軸受１４の右側のロータ軸にはスラスト軸15 

受１６が設けてあり，かつラジアル軸受１４とスラスト軸受１６との間のロータ軸

にはスクリュロータ１１，１２に作用するスラスト力，すなわち吐出側から吸い込

み側に向かう方向に作用するスラスト力を軽減するバランスピストン１７が設けて

ある。図６に示すように，油ポンプ６から給油圧力Ｐｄ＋αの油（Ｐｓは吸込圧力，

Ｐｄは吐出圧力，α＞０，Ｐｓ＜Ｐｄ＜Ｐｄ＋α）が圧縮機本体３内の軸受，軸封20 

部に送られ，かつバランスピストン１７のラジアル軸受１４側の面に作用して，上

記スラスト力を軽減するようにしていた。 

 

【図７】             【図６】 
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 イ 図９に示す油冷式スクリュ圧縮機（図７に示す油冷式スクリュ圧縮機とは，

図面上，入力軸１５を吐出側に配置した点，バランスピストン１７を入力軸１５と

は反対側の吸込側に配置した点を除き，他は実質的に同一である。）は，バランス

ピストン１７の左側の面，すなわちラジアル軸受１３とは反対側の面に圧力を作用

させて，上記スラスト力を軽減するようになっていた。 5 

【図９】 

 

 (3) 発明が解決しようとする課題（【０００８】，【０００９】） 

 ア 図６，７に示す油冷式スクリュ圧縮機及び図９に示す油冷式スクリュ圧縮機

のいずれも，圧縮機の起動後は，ラジアル軸受には給油圧力Ｐｄ＋αが常に作用す10 

る一方，起動直後，又はアンロード運転時等のように圧縮機の負荷が小さくスラス

ト力が小さい場合がある。このような場合には，吐出側から吸込側に向かう方向に

スクリュロータに作用する力より大きい力がバランスピストンに作用し，いわゆる

逆スラスト荷重状態となりスクリュロータを吐出側に押すようになる。スクリュロ

ータの吐出側端面とこれらを収容するロータ室との間の隙間は，圧縮機の性能の向15 
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上のためにできるだけ狭くしてあり，軸受摩耗が進行した状態下では，スクリュロ

ータとロータ室の壁部とが接触し，破損事故を起こしかねないという問題があった。 

 イ また，図６，７に示す油冷式スクリュ圧縮機は，ラジアル軸受と隣合わせで

バランスピストンを配置した構造になっており，かつ，バランスピストンのラジア

ル軸受側の面が受圧面になっているため，バランスピストンにおいて受圧のための5 

十分な表面積を確保するのが難しいという問題があった。 

他方，吐出側のスラスト軸受部の径が，入力軸の径，ラジアル軸受の径によって

決まることから，図９に示す油冷式スクリュ圧縮機は，内径の大きなスラスト軸受

を採用せざるを得ず，スラスト軸受の負荷容量を大きくすることができないという

問題があった。 10 

(4) 課題を解決するための手段（【００１１】） 

本件発明は，その構成を採用すること，とりわけ，図９に示す油冷式スクリュ圧

縮機とは異なり入力軸を吸込側のロータ軸とした上，スラスト軸受よりもスクリュ

ロータから離れた位置にてロータ軸にバランスピストンを取り付けるとともに，ス

ラスト軸受とバランスピストンとの間に圧力遮断する仕切り壁を設け，バランスピ15 

ストンの仕切り壁側の空間に，給油圧力Ｐｄ＋αではなく，吐出圧力Ｐｄの油を加

圧することなく導く均圧流路を設けた。 

本件発明は，これにより，スラスト軸受の負荷容量を大きくすること，バランス

ピストンの受圧面積を大きくすること，逆スラスト荷重状態の発生をなくすことな

ど，単純かつコンパクトな構造で，振動，騒音を低減させることができる。 20 

２ 構成要件Ｆの充足性（争点１） 

(1) 構成要件Ｆの意義 

ア 「均圧流路」について 

(ｱ) 本件発明の特許請求の範囲には，「上記油溜まり部の油を加圧することなく

導く均圧流路」（構成要件Ｆ）と記載されている。ここで，「加圧することなく導25 

く流路」ではなく，「加圧することなく導く均圧流路」と記載されている点につい



31 

 

て，「均圧」とは，「圧力が等しい」ことを意味すると解し得るものの，何と何の

圧力がどの程度等しいのかは，特許請求の範囲の記載からは必ずしも明らかではな

い。すなわち，流路の両端である油溜まり部とバランスピストン部，更には流路中

も含め，圧力が等しいことを意味するなどとして厳密に等しいことを求められるも

のと解し得る一方で，おおむね等しいものであれば足りるものとして，「上記油溜5 

まり部の油を加圧することなく導く」「流路」をもって「均圧流路」と表現してい

るものとも理解し得る。 

そうすると，特許請求の範囲の記載だけをもって，「上記油溜まり部の油を加圧

することなく導く均圧流路」の意味を一義的に確定することはできない。 

(ｲ) そこで，本件明細書の記載を参酌すると，前記１のとおり，本件発明は，起10 

動直後又はアンロード運転時等のように圧縮機の負荷が小さくスラスト力が小さい

場合に，バランスピストンに給油圧力Ｐｄ＋αが作用すると，吐出側から吸込側に

向かう方向にスクリュロータに作用する力より大きい力がバランスピストンに作用

し，いわゆる逆スラスト荷重状態となって，スクリュロータを吐出側に押すように

なり，スクリュロータとロータ室の壁部とが接触し，破損事故を起こす可能性が生15 

じることから，バランスピストンの仕切り壁側の空間（バランスピストン室）に油

を導く流路として「油を加圧することなく導く均圧流路」を設けるという構成を採

用したものである。このような本件発明の技術的意義に鑑みると，「油を加圧する

ことなく導く均圧流路」という文言は，従来の油冷式スクリュ圧縮機が備えていた

「油ポンプ６を経由して…給油箇所に通じ」，その「二次側は給油圧力Ｐｄ＋α20 

（α＞０）の状態にあ」る「油供給流路７」と比較する文脈で用いられている表現

と理解される。 

また，証拠（甲９）及び弁論の全趣旨によれば，油冷式スクリュ圧縮機の流路に

おいて圧力損失が生じることは技術常識であると認められるところ，本件明細書に

は，「均圧」が，厳密な意味で，流路中や「均圧流路」が接続する油溜まり部とバ25 

ランスピストン室との「圧力が等しい」という意味であることを示す明示の記載は
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もとより，これを示唆する記載もない。そうすると，本件発明において，油溜まり

部の圧力とバランスピストン室の圧力が厳密に見て等しい，すなわち流路中で発生

する不可避的な圧力損失をも忌避しなければならない必要性は認められない。むし

ろ，「この圧縮機の場合，油ポンプ６の一次側にて油供給流路７から分岐させた均

圧流路８が設けてあり，油ポンプ６の二次側に続く油供給流路７の部分はラジアル5 

軸受１３，１４の箇所に導き，均圧流路８はバランスピストン１７の箇所に導くよ

うに形成してある。」という本件明細書の記載（【００１３】）は，実施例に関す

る記載ではあるものの，「均圧流路」が「油ポンプ６の一次側にて油供給流路７か

ら分岐させた」流路，すなわち油ポンプにより加圧されていない油を導く流路であ

る旨をいうものと理解される。同じく実施例に関する記載として，「空間Ｂのバラ10 

ンスピストン１７のスラスト軸受１６側の面には均圧流路８により吐出圧力Ｐｄを

導いている。」という記載（【００１４】）及び図１があるものの，圧力損失を生

じる要因には多様なものがあり（甲９），実際に発生する損失の程度も個別的な要

因に左右され得ることを踏まえ，圧力損失の生じ得ることを前提としつつもあえて

上記表現を採用したものと理解することも，なお合理的である。 15 

【図１】 

 

以上より，「均圧流路」の「均圧」とは，「加圧していない」ことを意味し，

「上記油溜まり部の油を加圧することなく導く均圧流路」（構成要件Ｆ）とは，

「上記油溜まり部の油を加圧することなく導く流路」を意味すると解するのが相当20 
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である。 

(ｳ) 被告の主張について 

これに対し，被告は，「均圧」の一般的な意味，圧縮機等の圧力利用に関する技

術分野における「均圧流路」という用語の使用例，本件明細書の記載及び本件特許

出願に対応する外国出願の請求項で使用されている英語表現を指摘して，「均圧流5 

路」とは，油溜まり部の圧力とバランスピストン室の圧力を等しくするための流路

を意味すると主張する。 

しかし，特許発明の技術的範囲は，願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づ

いて定めなければならず（特許法７０条１項），その場合，願書に添付した明細書

の記載及び図面を考慮して，特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するも10 

のとされている（同条２項）。その際，当該文言の一般的な意味や関連する技術分

野の用語例が参酌されるべきであるとしても，特許請求の範囲の記載並びに明細書

の発明の詳細な説明の記載及び図面に基づき，それに即した意義のものとして解釈

することも当然に許される。この点は，対応外国特許の記載を参酌する場合も同様

である。そして，本件においては，前記(ｱ)及び(ｲ)のとおり，一義的に明確とはいえ15 

ない特許請求の範囲記載の文言につき，本件明細書の記載に基づき，前記のとおり

解釈したものである。 

また，圧力損失が生じることを前提とすると，油溜まり部の圧力とバランスピス

トン室の圧力を厳密に等しくするためには，これを実現するための何らかの機構が

当該流路中に設けられている必要があるが，本件明細書には，そのような機構に関20 

する言及はない。 

したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。 

 イ 「油溜まり部の油を加圧することなく導く」タイミングについて 

(ｱ) 本件発明における「油溜まり部の油を加圧することなく導く」タイミングに

ついて，特許請求の範囲には，何らかの形でこれを特定ないし限定する記載はない。25 

そうすると，特許請求の範囲の記載から直ちに，「上記油溜まり部の油を加圧する
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ことなく導く」タイミングを一義的に確定することはできない。 

(ｲ) そこで，本件明細書の記載を参酌すると，前記１のとおり，本件発明は，起

動直後又はアンロード運転時等のように圧縮機の負荷が小さくスラスト力が小さい

場合に逆スラスト荷重状態となることから，バランスピストンの仕切り壁側の空間

（バランスピストン室）に油を導く流路として「油を加圧することなく導く均圧流5 

路」を設けるという構成を採用したものである。このような本件発明の技術的意義

に鑑みると，起動直後やアンロード運転時のように圧縮機の負荷が小さくスラスト

力が小さい場合に，油溜まり部の油を加圧してバランスピストン室に導く構成は，

本件発明の企図するところではないと解される。すなわち，本件発明は，「均圧流

路」を使用してバランスピストン室に「油溜まり部の油を加圧することなく導く」10 

ものであって，少なくとも，上記のような場合にバランスピストン室に油溜まり部

の油を加圧して導くものは，本件発明の技術的範囲に属しない。 

(ｳ) 原告の主張について 

これに対し，原告は，本件明細書には「油溜まり部の油を加圧することなく導

く」タイミングを「起動時」等に限定する旨の記載はないなどと主張する。 15 

しかし，本件明細書の記載に基づき把握される本件発明の技術的意義に鑑み，前

記(ｲ)のとおりに解釈すべきである以上，このような解釈が本件明細書に記載がない

とはいえない。この点に関する原告の主張は採用できない。 

(2) 被告各製品の構成 

ア 被告製品１－２及び２－１ 20 

(ｱ) 前記（第２の２(2)ウ）のとおり，被告製品１－２及び２－１は，バランスピ

ストン室に油溜まり部の油を加圧することなく導く流路を備えている。 

しかし，証拠（乙１０，１７）及び弁論の全趣旨によれば，被告製品１－２及び

２－１は，上記流路とは別個に，バランスピストン室に油溜まり部の油を加圧して

導く流路も存在し，起動時には後者の流路を使用していることが認められる。 25 

そうである以上，被告製品１－２及び２－１は，その意味で，「上記油溜まり部
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の油を加圧することなく導く均圧流路」（構成要件Ｆ）という構成を備えていない。 

したがって，被告製品１－２及び２－１の構成は，構成要件Ｆを充足しない。 

このことから，その余の点を検討するまでもなく，被告製品１－２及び２－１は，

本件発明の技術的範囲に属しない。 

(ｲ) これに対し，原告は，被告製品１－２及び２－１が，バランスピストン室に5 

油溜まり部の油を加圧することなく導く流路を備える以上，起動時に，上記流路と

は別個に備えた，バランスピストン室に油溜まり部の油を加圧して導く流路を使用

していることは付加的な構成にすぎず，構成要件Ｆの充足性を左右しないと主張す

る。 

しかし，原告の上記主張は，自らの主張する特許請求の範囲の記載の解釈を前提10 

とするものであり，その解釈を採用できないことは前記(1)イのとおりであるから，

この点に関する原告の主張は採用できない。 

イ 被告製品２－２及び２－３ 

(ｱ) 前記（第２の２(2)ウ）のとおり，被告製品２－２及び２－３は，バランスピ

ストン室に油溜まり部の油を加圧することなく導く流路を備えているところ，証拠15 

（乙１０）及び弁論の全趣旨によれば，これらの製品は，常時この流路を使用して

いることが認められる。 

したがって，被告製品２－２及び２－３は，「上記油溜まり部の油を加圧するこ

となく導く均圧流路」（構成要件Ｆ）の構成を備えていると認められる。すなわち，

被告製品２－２及び２－３の構成は，構成要件Ｆを充足する。 20 

(ｲ) これに対し，被告は，被告製品２－２及び２－３の油溜まり部の圧力とバラ

ンスピストン室の圧力が等しくないことを理由に，「上記油溜まり部の油を加圧す

ることなく導く均圧流路」（構成要件Ｆ）に相当する構成を備えていないと主張す

る。 

しかし，被告の上記主張は，自らの主張する特許請求の範囲の記載の解釈を前提25 

とするものであり，その解釈を採用できないことは前記(1)アのとおりであるから，
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この点に関する被告の主張は採用できない。 

３ 構成要件Ｅの充足性（争点１） 

(1) 「スラスト軸受とこのバランスピストンとの間に圧力遮断する仕切り壁」の

意義 

ア 本件発明の特許請求の範囲に「上記スラスト軸受とこのバランスピストンと5 

の間に圧力遮断する仕切り壁を設け」と記載されていることから，「仕切り壁」は，

「圧力遮断」するために，少なくとも「スラスト軸受」と「バランスピストン」と

の間に設けられるものであることが理解される。また，上記記載に続いて，「この

バランスピストンの仕切り壁側の空間に，上記油溜まり部の油を加圧することなく

導く均圧流路を設けて形成した」と記載されていることに鑑みると，「均圧流路」10 

により，「バランスピストン」と「仕切り壁」により形成される空間（バランスピ

ストン室）に油が導かれることが理解される。 

もっとも，「仕切り壁」と「スラスト軸受」・「バランスピストン」との具体的

な位置関係や「仕切り壁」による「圧力遮断」の程度等については，特許請求の範

囲の記載から一義的に明らかではない。 15 

イ そこで，本件明細書の記載を参酌すると，本件発明は，逆スラスト荷重状態

の発生をなくすために，「スラスト軸受とこのバランスピストンとの間に圧力遮断

する仕切り壁を設け」るとともに，「このバランスピストンの仕切り壁側の空間に，

上記油溜まり部の油を加圧することなく導く均圧流路を設け」るという構成を採用

したものである。この構成において，バランスピストン及び「仕切り壁」がそれぞ20 

れ求められる機能（吐出側から吸込側に向かう方向に作用するスラスト力の軽減，

逆スラスト荷重状態が発生しないようにすること）を発揮するに当たっては，バラ

ンスピストンのスラスト軸受側の面と「仕切り壁」とにより形成されるバランスピ

ストンのスラスト軸受側の空間（バランスピストンの仕切り壁側の空間）における

相応の圧力の保持が求められる。他方で，バランスピストンのスラスト軸受側の面25 

とは反対側の面とこれと対面する壁との間に形成される空間における圧力の程度は，
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本件発明においてバランスピストン及び「仕切り壁」に求められる機能とは直接関

係しない。 

そうすると，「仕切り壁」は，逆スラスト荷重状態を発生させないように，吐出

圧力Ｐｄをバランスピストンのスラスト軸受側の面に作用させることができる程度

に，バランスピストンの仕切り壁側の空間から油の漏出を防ぐことが必要であり，5 

かつ，その程度のものであれば足りると解される。 

さらに，本件明細書には，「空間Ｂのバランスピストン１７のスラスト軸受１６

側の面には均圧流路８により吐出圧力Ｐｄを導いている。」と記載されている

（【００１４】）。ここで，「空間Ｂ」は，特許請求の範囲の「バランスピストン

の仕切り壁側の空間」に相当するものであり，すなわちバランスピストンのスラス10 

ト軸受側の面とこれと対面する壁との間の空間をいうものであると解される。本件

明細書図３においても，バランスピストン１７のスラスト軸受１６側の空間（バラ

ンスピストン室）の箇所に「Ｂ」という表示があるのに対し，バランスピストン１

７のスラスト軸受１６側の面とは反対側の面とこれと対面する壁との間の空間には，

そのような表示はない。 15 

図３ 

 

また，本件明細書【００１３】においても，「スラスト軸受１６とバランスピス

トン１７との間に仕切り壁３１を設けてある。」などとされており，「空間Ｂ」に
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バランスピストンのスラスト軸受側の面とは反対側の面とこれと対面する壁との間

の空間を含むことを明示的に示す記載はない。本件明細書図２においても，「仕切

り壁３１」としてはバランスピストンのスラスト軸受側の面に対面してバランスピ

ストン室を構成する壁が示されているのに対し，バランスピストンのスラスト軸受

側の面とは反対側の面に対面する壁は示されていない。 5 

以上によれば，構成要件Ｅにおける「スラスト軸受とこのバランスピストンとの

間」の「仕切り壁」（構成要件Ｅ）とは，バランスピストンのスラスト軸受側の面

と対面することにより，バランスピストンのスラスト軸受側の面と共にバランスピ

ストン室を構成する壁を意味するものと解される。 

ウ 被告の主張について 10 

(ｱ) これに対し，被告は，本件明細書の記載を指摘して，「仕切り壁」は，スラ

スト軸受を収容している空間と，バランスピストンのスラスト軸受側の面とこれと

対面してバランスピストン室を構成する壁との間の空間だけでなく，スラスト軸受

を収容している空間と，バランスピストンのスラスト軸受側の面とは反対側の面と

これと対面する壁との間の空間の圧力を遮断するものでなければならないと主張す15 

る。 

(ｲ) 確かに，本件明細書には，「スラスト軸受１６とバランスピストン１７との

間に仕切り壁３１を設けてある。この仕切り壁３１は内周部に軸封手段３２を備え，

スラスト軸受１６を収容している空間Ａとバランスピストン１７を収容している空

間Ｂとを圧力遮断して，空間Ｂを，入力軸１５，スラスト軸受１６，ラジアル軸受20 

１３，１４等の他の構成要素とは独立させてある。」と記載されている（【００１

３】）。ここで，「収容している」との記載に着目すると，「仕切り壁」が圧力遮

断している，バランスピストンを「収容している」「空間Ｂ」とは，バランスピス

トンのスラスト軸受側の面とこれと対面してバランスピストン室を構成する壁との

間の空間だけでなく，バランスピストンのスラスト軸受側の面とは反対側の面とこ25 

れと対面する壁との間の空間も含むと解する余地がないではない。そうすると，
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「仕切り壁」についても，被告の上記主張のように解し得る。 

しかし，本件発明の特許請求の範囲には，「仕切り壁」は，「スラスト軸受とこ

のバランスピストンとの間に…設け」られ，均圧流路により油溜まり部の油が導か

れる先は，「このバランスピストンの仕切り壁側の空間」であると記載されており，

他方，バランスピストンのスラスト軸受側の面とは反対側の面に関する記載はない。 5 

そして，前記イのとおり，本件明細書の記載から把握される本件発明の技術的意

義との関係では，バランスピストンのスラスト軸受側の面と「仕切り壁」とにより

形成されるバランスピストンのスラスト軸受側の空間（バランスピストンの仕切り

壁側の空間）における圧力の保持が求められるところ，「仕切り壁」が，スラスト

軸受を収容している空間と，バランスピストンのスラスト軸受側の面とは反対側の10 

面とこれと対面する壁との間の空間の圧力を遮断することは，本件発明の技術的意

義との関係では，必ずしも必要ではない。そうすると，「仕切り壁」によってスラ

スト軸受を収容する空間Ａと圧力遮断される「空間Ｂ」に，バランスピストンのス

ラスト軸受側の面とは反対側の面とこれと対面する壁との間の空間が含まれると解

すべき理由はないというべきである。 15 

(ｳ) したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。 

(ｴ) また，被告は，「均圧流路」が，油溜まり部の圧力とバランスピストン室の

圧力を厳密に等しくするための流路であることを前提に，「仕切り壁」には，「均

圧流路」をそのような流路とするためにバランスピストン室からの油の漏出を阻止

する機能を有することが求められ，「圧力遮断する」仕切り壁とは，そのような機20 

能を有して油溜まり部とバランスピストン室の圧力を等しく保つものでなければな

らないと主張する。 

しかし，上記主張が前提とする「均圧流路」に関する被告の解釈を採用できない

ことは，前記２(1)アのとおりであり，この点に関する被告の主張も，その前提を欠

くことになるから採用できない。 25 

(ｵ) なお，被告は，「仕切り壁」の意味につき，原告が，当初は被告主張に係る
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解釈を主張しながら，後にこれを撤回し，異なる解釈を主張したことは自白の撤回

に当たると指摘する。しかし，特許請求の範囲の記載に関する解釈は，事実に関す

る主張ではないから，そもそも自白の対象ではない。この点に関する被告の主張は

採用できない。 

(2) 被告製品２－２及び２－３の構成 5 

ア 前提事実において認定した被告製品２の構成（前記第２の２(2)ウ）のほか，

証拠（乙１３，３４）及び弁論の全趣旨によれば，被告製品２－２及び２－３には，

スラスト軸受とバランスピストンとの間に，バランスピストンのスラスト軸受側の

面（受圧面）と対面してバランスピストン室を構成する壁が設けられていることが

認められる。 10 

前記(1)イのとおり，バランスピストンの受圧面と対面してバランスピストン室を

構成する壁は，バランスピストン室における設計上必要な圧力を保持するため設け

られるものである。被告製品２－２及び２－３において，スラスト軸受とバランス

ピストンとの間に，バランスピストンのスラスト軸受側の面（受圧面）と対面して

バランスピストン室を構成する形で設けられている壁が，「所望のシール効果を15 

得」られるものであることは，被告も争っていない。そうすると，上記壁により，

逆スラスト荷重状態の発生をなくすべく吐出圧力Ｐｄをバランスピストンのスラス

ト軸受側の面に作用させることができる程度にバランスピストンの上記壁側の空間

の圧力が遮断されていると認められる。 

以上のとおり，被告製品２－２及び２－３は，「上記スラスト軸受とこのバラン20 

スピストンとの間に圧力遮断する仕切り壁を設け」（構成要件Ｅ）に相当する構成

を備えていると認められる。したがって，被告製品２－２及び２－３の各構成は，

構成要件Ｅを充足する。 

イ 被告の主張について 

(ｱ) 被告は，被告製品２－２及び２－３につき，バランスピストンのスラスト軸25 

受側の面とは反対側の面とこれと対面する壁との間の空間がスラスト軸受を収容し
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ている空間と連通していること，バランスピストンのスラスト軸受側外面の一部が

スラスト軸受を収容している空間に露出していること，バランスピストンのスラス

ト軸受側の面と対面してバランスピストン室を構成する壁がラビリンスシール構造

となっていることを指摘して，被告製品２－２及び２－３の各構成が構成要件Ｅを

充足しないと主張する。 5 

(ｲ) まず，証拠（乙１３，３４）及び弁論の全趣旨によれば，被告製品２－２及

び２－３において，バランスピストンのスラスト軸受側の面とは反対側の面とこれ

と対面する壁との間の空間が，スラスト軸受を収容している空間と連通しているこ

と，バランスピストンは，バランスピストン室に面する部分（ピストン部分）と，

バランスピストン室からバランスピストン室を超えてスラスト軸受を収容している10 

空間にまで延在し，対面する軸部材の表面とともにラビリンスシール構造を構成す

る部分（シール部分）とから成るところ，シール部分のスラスト軸受側外面の一部

がスラスト軸受を収容している空間に露出していることが，それぞれ認められる。 

しかし，前記(1)イ及びウのとおり，本件発明は，バランスピストンのスラスト軸

受側の面とは反対側の面とこれと対面する壁との間の空間の圧力の保持を必ずしも15 

必要とするものではないから，本件発明の「仕切り壁」は，上記空間と周囲の空間

との圧力を遮断するものである必要はない。そうすると，バランスピストンのスラ

スト軸受側の面とは反対側の面とこれと対面する壁との間の空間が，スラスト軸受

を収容している空間と連通していることは，被告製品２－２及び２－３に係る各構

成の構成要件Ｅの充足性を左右しない。 20 

また，上記シール部分は，その先端がスラスト軸受を収容している空間に露出し

ているところ，当該部分は本件発明の実施例における「仕切り壁３１」の「内周部

に」設けられる「軸封手段３２」と同じく，バランスピストン室とスラスト軸受を

収容している空間との間でシール機能を奏するための部材と理解される。そうする

と，上記露出部分の存在にもかかわらず，被告製品２－２及び２－３においては，25 

なお，スラスト軸受とバランスピストンとの間に，バランスピストンのスラスト軸
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受側の面（受圧面）と対面してバランスピストン室を構成する形で設けられた壁に

より，逆スラスト荷重状態の発生をなくすよう吐出圧力Ｐｄをバランスピストンの

スラスト軸受側の面に作用させることができる程度にバランスピストン室の圧力が

遮断されているといえる。そうである以上，上記露出部分の存在は，被告製品２－

２及び２－３に係る各構成の構成要件Ｅの充足性を左右するものではない。 5 

さらに，前記(1)イ及びウのとおり，「仕切り壁」は，逆スラスト荷重状態を発生

させないように，吐出圧力Ｐｄをバランスピストンのスラスト軸受側の面に作用さ

せることができる程度にバランスピストンの仕切り壁側の空間からの油の漏出を防

ぐことができるものであれば足り，油を全く漏出させないほどの密封性が求められ

るものではなく，また，油溜まり部の圧力とバランスピストン室の圧力を厳密に等10 

しく保つための機能が求められるわけでもない。そして，ラビリンスシール構造は，

流体の漏出を完全に阻止するものでないものの，なお漏れ量を減少させる密封装置

に係る構造として位置付けられている（甲１０，乙３６，３７及び弁論の全趣旨）。

そうである以上，ラビリンスシール構造を採用していることは，被告製品２－２及

び２－３に係る構成の構成要件Ｅの充足性を左右するものではない。 15 

以上より，この点に関する被告の主張はいずれも採用できない。 

 ４ 構成要件Ｇの充足性（争点１） 

 (1) 「油冷式スクリュ圧縮機」の意義 

 ア 被告は，本件発明の「油冷式スクリュ圧縮機」につき，軸受等に油溜まり部

の油を加圧して導く流路を設けて形成していることを必須の構成とする旨を主張す20 

る。 

 イ しかし，本件発明の特許請求の範囲の記載において，軸受等に油溜まり部の

油を加圧して導く流路を設けて形成している点は，その発明特定事項として言及さ

れていない。 

また，本件明細書の記載を通覧しても，軸受等に油溜まり部の油を加圧して導く25 

流路を設けて形成していることが必須の構成であることを明示する記載はない。本
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件明細書【００１３】には，油ポンプ６の二次側に続く油供給流路７につき，ラジ

アル軸受１３，１４の箇所に導かれている旨の記載があるところ，当該実施例に係

る図１では，油供給流路７における圧力がＰｄ＋αであることが示されているもの

の，これらは実施例に係る記載にすぎず，これをもって，このような構成が本件発

明に必須のものであることを示すものとはいえない。 5 

したがって，本件発明の「油冷式スクリュ圧縮機」とは，文字通り油冷式スクリ

ュ圧縮機であればよく，軸受等に油溜まり部の油を加圧して導く流路を設けて形成

していることが必須の構成とするものとは解されない。 

この点に関する被告の主張は採用できない。 

(2) 被告製品２－２及び２－３の構成 10 

前記（第２の２(2)イ）のとおり，被告製品２－２及び２－３は，油冷式スクリュ

圧縮機である。したがって，被告製品２－２及び２－３の構成は，「油冷式スクリ

ュ圧縮機」（構成要件Ｇ）を充足する。 

これに対し，被告は，被告製品２－２及び２－３に係る構成が構成要件Ｇを充足

しないと主張する。しかし，これは本件発明の「油冷式スクリュ圧縮機」につき，15 

軸受等に油溜まり部の油を加圧して導く流路を設けて形成していることが必須の構

成であるとの主張を前提とするものである。前記(1)のとおり，当該主張を採用し得

ない以上，この点に関する被告の主張は採用できない。 

５ 争点１のその余の点 

(1) バランスピストンの軸径をラジアル軸受及びスラスト軸受の軸径よりも小さ20 

くすることにより，バランスピストンの受圧面積をそうでない場合における受圧面

積よりも相対的に大きくすることは，本件発明における必須の構成要件であるか 

ア 被告は，①バランスピストンの軸径をラジアル軸受及びスラスト軸受の軸径

よりも小さくすることにより，②バランスピストンの受圧面積をそうでない場合に

おける受圧面積よりも相対的に大きくすることは，本件発明における必須の構成要25 

件である旨主張する。 
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イ(ｱ) しかし，本件発明の特許請求の範囲の記載には，①バランスピストンの軸

径とラジアル軸受をラジアル軸受及びスラスト軸受の軸受よりも小さくすることや

②バランスピストンの受圧面積を相対的に大きくすることについて，明示的な言及

はない。 

(ｲ) バランスピストンの受圧面積の確保については，本件明細書（【０００８】，5 

【００１３】，【００１４】）を参酌すると，入力軸，ラジアル軸受，スラスト軸

受及びバランスピストンの配置並びに仕切り壁の存在及び配置が関係すると解され

るところ，本件発明の特許請求の範囲の記載のうち，構成要件Ｃ，Ｄにはこれらに

関連する事項が記載されている。しかし，構成要件Ｃ，Ｄの記載は，バランスピス

トンの受圧面積の確保に資するような構成を示唆するものであるとしても，②バラ10 

ンスピストンの受圧面積を相対的に大きくすることまでをも示唆するものではない。 

また，①バランスピストンの軸径とラジアル軸受及びスラスト軸受の軸径との大

小関係については，本件発明の特許請求の範囲にこれを示唆する記載もない（なお，

本件明細書の【００１４】や図３等には，上記大小関係に関する記載があるが，こ

れは一実施例の記載にすぎず，当該記載をもって上記大小関係を示唆する記載であ15 

るとはいえない。）。 

(ｳ) 以上によれば，バランスピストンの軸径をラジアル軸受及びスラスト軸受の

軸径よりも小さくすることにより，バランスピストンの受圧面積をそうでない場合

における受圧面積よりも相対的に大きくすることをもって，本件発明における必須

の構成要件と考えることはできない。この点に関する被告の主張は採用できない。 20 

(2) 被告製品１－２に係る原告のその余の主張等について 

ア 間接侵害 

前記２(2)のとおり，被告製品１－２に係る構成は，油冷式スクリュ圧縮機として

必要な全ての構成を備えたとしても，そもそも本件発明の「均圧流路」を備えるも

のではなく，構成要件Ｆを充足しない。すなわち，輸出等に係る予備機において，25 

後に付加されることが予定されているバランスピストン室に直通する流路は，本件
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発明の「均圧流路」に当たらない。そうである以上，当該予備機は，「その物の生

産に用いる物…であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」（特許法１０

１条２号）に当たらない。 

イ 予備的請求に係る主張 

また，被告製品１-２の製造等の行為が自由競争の範囲を逸脱するものと認めるべ5 

き具体的な事情もない。 

ウ 小括 

したがって，その余の点を論ずるまでもなく，この点に関する原告の主張は採用

できない。 

６ 小括（構成要件充足性について） 10 

前記（第２の２(2)ウ(ｲ)）のとおり，被告製品２－２及び２－３の各構成が構成

要件Ａ～Ｄを充足することについては争いがない。また，前記２～５のとおり，被

告製品２－２及び２－３の各構成は，構成要件Ｅ～Ｇを充足する。 

したがって，被告製品２－２及び２－３の各構成は，本件発明の技術的範囲に属

する。 15 

７ 争点２（原告の損害の有無及び額） 

(1) 逸失利益 

ア 特許法１０２条２項の適用の有無 

(ｱ) 特許法１０２条２項は，民法の原則の下では，特許権侵害によって特許権者

が被った損害の賠償を求めるためには，特許権者において，損害の発生及び額，こ20 

れと特許権侵害行為との間の因果関係を主張，立証しなければならないところ，そ

の立証等には困難が伴い，その結果，妥当な損害の塡補がされないという不都合が

生じ得ることに照らして，侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは，そ

の利益の額を特許権者の損害額と推定するとして，立証の困難性の軽減を図った規

定である。このような趣旨に鑑みると，特許権者に，侵害者による特許権侵害行為25 

がなかったならば利益を得られたであろうという事情が存在する場合には，同項の
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適用が認められると解すべきであるとともに，同項所定の侵害行為により侵害者が

受けた利益の額とは，原則として，侵害者が得た利益全額であると解するのが相当

であって，このような利益全額について同項による推定が及ぶと解される。 

(ｲ) 証拠（甲１３）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，被告による本件特許権

侵害行為の期間（平成２０年～平成２８年）において，スクリュ圧縮機に相当する5 

圧縮機ユニット又はスクリュ圧縮機に凝縮器を備えたものに相当するコンデンシン

グユニットである原告各製品を製造し，プラント業者等に販売していたことが認め

られる。 

他方，証拠（乙３９，７８，８１，８２，８５，９３，９９，１１０）及び弁論

の全趣旨によれば，被告は，平成２０年～平成２８年にかけて，油冷式スクリュ圧10 

縮機である被告製品２－２及び２－３が組み込まれたスクリュ式ガス圧縮システム

であるNewTonシステムを使用した冷凍・冷蔵プラントである被告製プラントを販

売した一方，NewTonシステムや被告製品２－２及び２－３を，国内においては別

個独立に販売することはなかったこと（なお，国外向けには，被告のグループ会社

に単体又は単独で販売し，当該グループ会社がシステムを完成させて顧客に販売す15 

ることはあった。）が認められる。 

このように，被告は，基本的には，油冷式スクリュ圧縮機である被告製品２－２

及び２－３が組み込まれたNewTonシステムを使用した被告製プラントを販売する

という形で本件特許権侵害行為を行っているから，本件特許権侵害行為における侵

害品は，上記NewTonシステムとするのが相当である。 20 

そして，NewTonシステムと原告各製品が組み込まれたシステムとは，上記のと

おり，冷凍・冷蔵プラントの需要者を需要者とする点で共通する以上，NewTonシ

ステムと原告各製品の需要者も，その面では共通する部分があるといえる。 

したがって，本件においては，原告に，被告による本件特許権侵害行為がなかっ

たならば利益が得られたであろうという事情が存在するといえることから，特許法25 

１０２条２項の適用が認められる。 
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(ｳ) これに対し，被告は，原告各製品がスクリュ圧縮機等であるのに対し，被告

が販売するのは被告製品２－２及び２－３が組み込まれたNewTonシステムを使用し

た被告製プラントであることを指摘して，特許法１０２条２項の適用は認められな

いと主張する。 

しかし，被告指摘に係る事情は，要するに特許権者である原告と侵害者である被5 

告との間の業務態様の相違（ひいては市場の非同一性）を指摘するものであるとこ

ろ，このような事情を考慮しても，原告各製品と被告製品２－２及び２－３とは，

上記(ｱ)のような形で市場においてなお競合関係にあると見るのが相当であるから，

特許法１０２条２項の適用を否定すべき事情とはいえない。被告指摘に係る当該事

情は，同項に基づく損害額の推定を覆滅する事情として考慮すれば足りる。 10 

したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。 

イ 本件特許権侵害行為により被告が受けた利益の額 

(ｱ) 侵害者がその侵害の行為により受けた「利益の額」（特許法１０２条２項）は，

侵害者の侵害品の売上高から，侵害者において侵害品を製造販売することによりそ

の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であ15 

り，その主張立証責任は特許権者側にあると解される。 

前記アのとおり，本件における侵害品は被告製品２－２及び２－３が組み込まれ

たNewTonシステムであるから，本件特許権侵害行為により被告が受けた「利益の

額」は，その売上高から，被告においてNewTonシステムの製造販売に直接関連して

追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額を算定するのが相当である。 20 

これに対し，被告は，本件発明が油冷式スクリュ圧縮機に関する発明であること，

原告自身が侵害品を圧縮機として特定していること，NewTonシステムから圧縮機だ

けを分離可能であることなどを指摘して，本件の侵害品は，NewTonシステムではな

く，圧縮機本体を中核とする被告製品２－２及び２－３であると主張する。 

しかし，前記アのとおり，本件の侵害品はNewTonシステムとすることが相当であ25 

り，このことは，本件発明が油冷式スクリュ圧縮機に関する発明であることなどに



48 

 

より左右されない。NewTonシステムから圧縮機を物理的に分離可能であるとしても，

前記アのとおり，被告においては基本的にこれを別個独立に販売しておらず，この

部分の譲渡による利益を直接的に観念し得ない以上，同様であり，被告製品２－２

及び２－３がNewTonシステムの一部分であることは，損害額の推定を覆滅する事情

として考慮すれば足りる。 5 

したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。 

(ｲ) NewTonシステムの販売台数 

証拠（乙８５，９３，１１０）及び弁論の全趣旨によれば，被告が販売した

NewTonシステムの販売台数は，別紙「NewTonシステムの利益額算定表(1)」～

「NewTonシステムの利益額算定表(6)」の「NewTon台数」欄に各記載のとおりであ10 

ることが認められる。 

ｂ これに対し，被告は，被告が販売したNewTonシステムのうち，本件特許権の

存続期間中に受注し，存続期間満了後に製造を終えて納入したものについては，本

件特許権の存続期間中に，存続期間満了後に行われた適法な譲渡についての申出が

行われたにすぎないから，本件特許権侵害行為による損害賠償の算定の基礎にすべ15 

きではないと主張する。 

しかし，被告は，本件特許権の存続期間中に「譲渡の申出」を行った上で受注し

ており，この時点で顧客との間の請負契約が成立している以上，製造及び納入の完

了が本件特許権の存続期間満了後であったとしても，これによる原告の損害は，な

お本件特許権の存続期間中の侵害行為である「譲渡の申出」と相当因果関係にある20 

損害というべきである。そうすると，これに係る「譲渡」による販売分も，本件特

許権侵害行為による損害賠償の算定の基礎にするのが相当である。 

したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。 

(ｳ) NewTonシステム１台ごとの売上額 

ａ NewTonシステムは，前記ア(ｲ)のとおり，基本的に冷凍・冷蔵プラントとは25 

別個独立のものとして販売されていないものの，証拠（乙３９，９２，１１０）及
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び弁論の全趣旨によれば，被告は，被告製品２－２及び２－３が組み込まれた

NewTonシステムの「定価」を設定し，そのNewTonシステムを使用した被告製プラ

ントを販売するに当たって，当該「定価」を見積書に記載するなどして顧客に対し

見積りを示した上で，被告製プラントを販売していることが認められる。 

そうすると，NewTonシステム１台ごとの売上額を算定するに当たり，当該「定5 

価」に依拠することには合理性がある。 

他方，証拠（甲２３，乙１００，１１９）及び弁論の全趣旨によれば，被告は，

NewTonシステムを使用した被告製プラントの販売に当たり，「出精値引」などと

して，冷凍・冷蔵プラントを構成する部品価格の合計額から値引きして販売する例

があったことが認められる。もっとも，全ての取引において値引きが行われたこと10 

を認めるに足りる事情はなく，また，プラントを構成するいずれの部品が値引き対

象とされたかも不明であるから，上記売上額の算定に当たり値引き分を考慮するこ

とは合理的でない。 

以上を踏まえると，証拠（乙３９）及び弁論の全趣旨によれば，NewTonシステ

ム１台ごとの売上額は，別紙「NewTonシステムの利益額算定表(1)」～「NewTon15 

システムの利益額算定表(4)」の「定価（単価）」欄に各記載のとおりであると認め

られる。 

これに対し，被告は，NewTonシステム１台ごとの売上額は，その実質的な販売

価格に相当する●（省略）●により算定すべきであると主張する。 

しかし，証拠（乙３９，９２，９３）及び弁論の全趣旨によれば，NewTonシス20 

テムの●（省略）●は，被告の製造部門が販売部門に販売処理手続を行う際の設定

される価格にすぎず，被告は，この●（省略）●を上回る価格を「定価」として設

定した上で，NewTonシステムを使用した被告製プラントを販売していることが認

められる。すなわち，●（省略）●「定価」においてこれが反映されているものと

理解される。そうすると，顧客に対する関係では，●（省略）●は実質的な販売価25 

格とはいえない。 



50 

 

したがって，NewTonシステム１台ごとの売上額の算定に当たりその●（省略）

●を基礎とすることは合理性を欠き，相当でない。この点に関する被告の主張は採

用できない。 

ｂ ５９３番代替機及び６０４８番転用機について 

証拠（乙９９）及び弁論の全趣旨によれば，別紙「NewTonシステムの利益額算5 

定表(5)」の対象となっている５９３番代替機は，１０６番機の代替機として，顧客

に無償で譲渡されたことが認められる。そうすると，１０６番機と５９３番代替機

の販売は一連の取引によるものといえる。このような経緯を踏まえると，１０６番

機と５９３番代替機の販売については，１０６番機１台分の売上額●（省略）●円

をもって２台合計の売上額として算定するのが相当である。 10 

また，証拠（乙９９）及び弁論の全趣旨によれば，別紙「NewTonシステムの利

益額算定表(6)」の対象となっている６０４８番転用機は，同一の顧客に対して６１

８番機２台と共に合計３台として納品されたこと，この取引におけるNewTonシステ

ムの代金は２台分の代金とされたことが認められる。このような経緯を踏まえると，

２台分の売上額である●（省略）●円（●（省略）●円×２）をもってこれら３台合15 

計の売上額として算定するのが相当である。 

以上に反する原告の主張は採用できない。 

(ｴ) NewTonシステム１台ごとの経費 

ａ 前記(ｱ)のとおり，控除すべき経費は，侵害品の製造販売に直接関連して追加

的に必要となったものをいい，例えば，侵害品についての原材料費，仕入費用，運20 

送費等がこれに当たる。これに対し，例えば，管理部門の人件費や交通・通信費等

は，通常，侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費には当たら

ない。 

ｂ 控除すべき経費 

(a) 製造原価 25 

証拠（乙３９，９３，１１０）及び弁論の全趣旨によれば，NewTonシステム１



51 

 

台ごとの製造原価は，別紙「NewTonシステムの利益額算定表(1)」～「NewTonシ

ステムの利益額算定表(4)」の「製造原価（単価）」欄に各記載のとおりであること

が認められる。 

(b) その余の経費 

被告は，上記製造原価のほかに，被告製品２－２及び２－３が組み込まれた5 

NewTonシステムの製造工場に係る間接人件費並びに販売費及び一般管理費を控除

すべき旨を指摘する。 

まず，間接人件費についてみると，間接人件費は，正に管理部門の人件費である

ところ，被告製品２－２及び２－３が組み込まれたNewTonシステムの製品の製造

販売に直接関連して，間接人件費に相当する費用が追加的に発生したと見るべき事10 

情は見当たらない。そうすると，被告製品２－２及び２－３が組み込まれた

NewTonシステムの製造販売に直接関連して追加的に必要となった費用とはいえず，

控除すべき経費に当たらない。 

次に，販売費及び一般管理費についてみると，証拠（乙７５，８４，１０９）及

び弁論の全趣旨によれば，上記(a)の製造原価には，社内加工費及び艤装作業費が含15 

まれていることが認められるところ，これを除くと，証拠（乙７８，１０１）及び

弁論の全趣旨によっても，被告製品２－２及び２－３が組み込まれたNewTonシス

テムの製品の製造販売に直接関連して，販売費又は一般管理費に相当する費用が追

加的に発生したと見るべき事情は見当たらない。そうすると，被告指摘に係る販売

費及び一般管理費は，被告製品２－２及び２－３が組み込まれたNewTonシステム20 

の製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった費用とはいえず，控除すべ

き経費に当たらない。 

したがって，被告の上記指摘は当たらない。 

(c) 被告の主張について 

そもそも被告は，最小二乗法を用いて限界利益率を算定するのが管理会計学上確25 

立した方法であるとして，本件特許権侵害行為により被告が受けた利益の額を算定
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するに当たっても，最小二乗法を用いるのが合理的であると主張する。 

しかし，前記(ｱ)のとおり，特許法１０２条２項所定の侵害行為により侵害者が受

けた利益の額として算定すべき額は，侵害者の侵害品の売上高から，侵害者におい

て侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要とな

った経費を控除した限界利益の額であり，被告主張に係る管理会計学上の限界利益5 

の額とは必ずしも一致しない。また，算定の目的を異にする以上，侵害者が受けた

「利益の額」（特許法１０２条２項）の算定に当たり，管理会計学上の限界利益の

額の算定方法である最小二乗法を用いないとしても，不合理であることにはならな

い。 

したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。 10 

(ｵ) NewTonシステム１台ごとの販売利益の額 

以上によれば，NewTonシステム１台ごとの販売利益の額につき，まず，別紙

「NewTonシステムの利益額算定表(1)」記載分については，No.１０６の項を除き，

同別紙「定価－原価（単価）」欄に各記載のとおりであることが認められる。他方，

No.１０６の項については，１０６番機及び５９３番代替機２台の譲渡について，１15 

台分の売上（●（省略）●円）に対し，２台分の製造原価（●（省略）●）を要し

ていることから，むしろ●（省略）●万●（省略）●円の赤字となっていることが

認められる。 

また，別紙「NewTonシステムの利益額算定表(3)」については，No.６１８の項を

除き，「定価－原価（単価）」欄に各記載のとおりであることが認められる。他方，20 

No.６１８の項については，６１８番機２台及び６０４８番転用機１台の合計３台の

譲渡について，２台分の売上（●（省略）●円）に対し，３台分の製造原価（●

（省略）●円）を要していることから，●（省略）●円の利益を生じていることが

認められる。 

別紙「NewTonシステムの利益額算定表(2)」記載分及び「NewTonシステムの利25 

益額算定表(4)」記載分については，いずれも，「定価－原価（単価）」欄に各記載
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のとおりであることが認められる。 

(ｶ) NewTonシステムの販売利益の合計額 

ａ 以上によれば，別紙「NewTonシステムの利益額算定表(1)」記載分について

は，No.１０６の項を除き，「定価－原価（小計）」欄に各記載のとおりであること

が認められる。他方，No.１０６の項については，前記(ｵ)のとおり，●（省略）●円5 

の赤字である。 

したがって，その合計額は●（省略）●円である。 

ｂ 別紙「NewTonシステムの利益額算定表(2)」記載分については，「定価－原

価（小計）」欄に各記載のとおりであることが認められ，その合計額は●（省略）

●円である。 10 

ｃ 別紙「NewTonシステムの利益額算定表(3)」記載分については，No.６１８の

項を除き，「定価－原価（小計）」欄に各記載のとおりであることが認められる。

他方，No.６１８の項については，前記(ｵ)のとおり，●（省略）●円の利益を生じて

いる。 

したがって，その合計額は●（省略）●円である。 15 

ｄ 別紙「NewTonシステムの利益額算定表(4)」記載分については，「定価－原

価（小計）」欄に各記載のとおりであることが認められ，その合計額は●（省略）

●円である。 

ｅ 以上より，逸失利益は，別紙「損害額算定表（裁判所認定）」の①欄のとお

り，合計１１７億３９９４万８９４１円（これは，税抜きの額である。）と推定さ20 

れる。 

また，消費税は，国内において事業者が行った資産の譲渡等に課されるものであ

るところ（消費税法４条１項），消費税法基本通達５－２－５によれば，特許権を

侵害された者が特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金を侵害者から受領した場

合，その損害賠償金も消費税の課税対象となるものと推察される。そうすると，特25 

許権者が特許権侵害による損害のてん補を受けるためには，課税されるであろう消
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費税額相当分についても損害として受領し得る必要があるというべきである。すな

わち，「利益」には消費税額相当分も含まれ得ると解される。 

もっとも，その税率に関しては，不法行為に基づく損害賠償が損害のてん補とい

う性質のものである以上，当該特許権侵害行為当時の税率が適用されるべきである。

本件に即していえば，本件特許権侵害行為が行われた期間のうち，平成２６年４月5 

１日より前の特許権侵害行為については５％の，同日以降の侵害行為については８

％の税率に基づき算定すべきこととなる。 

そうすると，消費税額相当分を加味した逸失利益の額は，別紙「損害額算定表

（裁判所認定）」の②欄記載のとおり，合計１２５億４２８１万９０４０円と推定

される。これに反する原告及び被告の各主張は，いずれも採用できない。 10 

ウ 推定の覆滅について 

(ｱ) 基礎となる事情 

ａ NewTonシステム及び被告製品２－２及び２－３等について 

(a) NewTonシステムの特徴及び販売促進活動 

NewTonシステムは，平成１９年にNewTon3000が商品化され，平成２０年以降，15 

被告製プラントに使用される形で販売されており（甲８の３，乙４５），基本的に，

冷凍・冷蔵プラントとは別個独立のものとしては販売されていない。被告製品２－

２及び２－３のみならず，被告製品２は，いずれもNewTonシステム専用の圧縮機で

あり（甲３），NewTonシステムを使用した被告製プラントを購入する際には，必然

的に購入することになるところ，これらも，NewTonシステムと同様に，基本的に別20 

個独立のものとして販売されていない。また，NewTon3000は，ＩＰＭモーターを

搭載することなどにより，従来式に比べて２０％の省エネを実現するとされ，発売

開始当初は年間２００台，１０年後には年間８００台の販売を目標にしていた（乙

４５，１１６）。 

被告は，その後もNewTonシステムの開発を継続し，平成２４年にはチルド専用の25 

NewTonC，フリーザー専用のNewTonF等のシリーズ展開が行われ，平成２８年ま
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でに累計●（省略）●台以上を販売した。さらに，被告は，平成２８年７月，省エ

ネ性を保ちつつ，冷媒充填量の削減，メンテナンス性の向上及び小型・軽量化を達

成したフリーザー専用の機種として，F-300，F-600等の販売を開始した（甲８の３，

乙４５）。 

NewTonシステムは，被告自ら開発したＩＰＭモーターを搭載することなどによっ5 

て，より高度な経済性と省エネルギー性を実現する点，令和２年に全廃されるフロ

ン冷媒対策として，自然冷媒であるアンモニアで二酸化炭素を冷却するという間接

冷却方式を採用するとともに，アンモニアを機械室に閉じ込める構造によりその安

全な利用を可能とし，さらに，漏洩センサー等を装備するなどしてアンモニアが漏

洩しても素早い対応が取れるようにしている点，コンパクトなユニット設計を採用10 

することで導入を容易としている点，遠方監視システム及び保全診断システムなど

２４時間３６５日のサポート体制を設けている点等に特徴があるとされ，これらの

点が強調された形で販売促進活動が行われていた（甲８の３，乙３８，４５）。 

なお，NewTonシステムや被告製品２－２及び２－３の宣伝広告物には，本件明細

書記載の本件発明の作用効果に直接言及し，又はこれを具体的にうかがわせる記載15 

は見られない（甲３，８の３，乙３８，６６の１）。 

(b) NewTonシステムを導入した業者によるNewTonシステムについての評価 

被告は，その作成に係る「Customer’s Point of View」と題する記事において，

NewTonシステムを導入した顧客の導入の動機，導入後の成果等を紹介していると

ころ，これには，以下のような記載がある。 20 

・ 脱フロンに加え，省エネ性及びシステムの完成度を特に評価しつつ，運用管

理面での改善も決め手として，NewTonシステムを導入した。その結果，脱フロン

対策と電気使用量平均１５～１８％の削減，メンテナンス契約によるより安心で人

手のかからない運用管理体制等を実現した（乙６７）。 

・ NewTonシステムが脱フロンで高効率に生産を担うことができる点や被告の25 

施工及びメンテナンスに対応する総合力を評価して，NewTonシステムを導入した。
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その結果，効率を追求した生産ラインを構築して生産能力を向上させ，環境及び省

エネ対応も充実することができた。また，パッケージ方式による工期の短縮化と，

全自動運転により安全で人手のかからない運用管理体制を実現した（乙６８）。 

・ 従来機と比較した場合の省エネ性，冷却スピード及び連続運転時間を評価し

て，NewTonシステムを導入した。その結果，約４０％の年間電力使用量の削減と5 

品質の高い冷凍パン生地の安定的な製造，フロン全廃への対応による環境負荷の低

減，全自動運転による保全の手間の軽減を実現することができた。 

なお，この顧客においては，設備更新に当たり数社から提案を受け，徹底的に調

査・検討したとのことである（乙６９）。 

・ アンモニア直接冷却式と比較した場合の省エネ性及び安全性を評価して，10 

NewTonシステムを導入した。その結果，同規模施設と比較して，電力使用量平均

約３８％の削減，二酸化炭素排出量の削減，省施工・工期短縮，安全性の向上（ア

ンモニア漏洩リスクの軽減，遠隔監視システム等）を実現することができた（乙７

０）。 

(c) 環境省のウェブサイトの「省エネ型自然冷媒機器導入企業担当者インタビュ15 

ー集」には，NewTonシステムを導入したと見られる顧客に関する記事が掲載され

ているところ，これには，以下のような記載がある。 

・ 会社の重点テーマの一つである「フロン冷凍機全廃計画」を進める一環とし

て，冷凍機器につき自然冷媒を使用した機器へと更新を進めている（乙６０）。 

・ 冷蔵倉庫に高効率自然冷媒冷凍機「NewTon」を導入した。自然冷媒冷凍機20 

を導入した理由は，補助金による初期導入コストを削減できること，省エネにより

電気代が削減できると判断したことによる。冷凍機の選定に当たっては，自然冷媒

冷凍機を前提として複数社からの提案を受けたが，補助金を利用することによって

現実的に採算が合うようなレベルで導入可能な機種として，被告からの提案を選定

した。その結果，機械導入後間もないことなどから明確な省エネ効果は見えない面25 

はあるものの，電力使用のピークがかなり下がったことは導入の効果の一つである



57 

 

（乙６１）。 

・ フロンに関する規制への対応として，省エネ型自然冷媒機器を導入した。そ

の効果として，自然冷媒を選択したことよるリスク回避のほか，電気代の削減は大

きな効果であると考えている。導入コストはこれまでの設備より１０～１５％程度

高いが，地球温暖化を考えると，この程度の差は仕方ないと考えている（乙６２）。 5 

・ 省エネ型自然冷媒機器を導入したことによる効果のうち，省エネ効果として

は，平均して１５～２０％の電気使用量の削減を達成した。しかし，全社方針とし

ては省エネよりも脱フロン化の方が優先順位が高いところ，これも一定程度の削減

を実現できている（乙６３）。 

(d) 「日本冷蔵倉庫協会セミナー」における「自然冷媒機器導入の取組み」と題10 

する報告資料には，NewTonシリーズの冷凍機２機種合計１０台とその他の機器を

導入した結果，電力使用量の約５０％の削減及び二酸化炭素排出量年間２０７３ト

ンの削減を実現することができた旨の記載がある（乙１１８）。 

(e) 上記(b)～(d)記載の記事等において，各顧客は，いずれも，NewTonシステム

導入の理由としても，また，その成果としても，本件発明の作用効果に直接言及し15 

ておらず，また，その寄与を示唆する具体的記載もない。 

 (f) NewTonシステムに関連する被告の受賞歴 

・ アンモニアと炭酸ガスを冷媒としたノンフロン化に取り組むとともに，高効

率の省エネ型冷凍装置を開発した功績により，平成２０年度地球温暖化防止活動環

境大臣表彰を受賞した（乙６４）。 20 

・ アンモニアや二酸化炭素等の自然冷媒を使用する冷凍システムを採用し，代

替フロンを一切使用せず，また，独自開発したモーターに永久磁石を使用すること

により電気使用量を従来機種より約３割削減した として，大型冷凍機

「NewTon3000」により，日経優秀製品・サービス賞２００８を受賞した（乙６

５）。 25 

・ 高効率な自然冷媒冷凍機NewTon Fシステムとフリーザー各機種を組み合わ
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せたMAYEKAWAフリーザーパックにより，コスト削減などで食品業界の発展を支

えた製品を表彰する平成２７年度「日食優秀食品機械資材・素材賞」を受賞した

（乙６６）。 

 なお，上記各受賞に当たり，その理由として，本件発明の作用効果に直接言及す

るものはなく，また，これを具体的に示唆するものもない（乙６４～６６）。 5 

 (g) NewTonシステムに関する記事 

「共創するイノベーション－顧客との共創と営業との共創－」と題する取材レポ

ート（マーケティングジャーナルVol.35 No4(2016)。乙４５）は，被告のNewTon

システムを事例として取り上げているところ，同稿では，その特徴として，圧倒的

な省エネ性能，環境対応能力，標準品生産とすることによる工事の工期短縮の実現，10 

高い信頼性と安全性，２４時間の遠方監視ネットワークによる「予知保全」を実現

するサービス等を挙げ，更に，継続的な性能向上等により製品の競争優位性を保っ

ているとされている。また，ランニングコストが２０～４０%安いとはいえ，製品

価格が代替フロンを用いた他社製品の３～４倍となっているにもかかわらず普及が

拡大している理由として，製造した製品を他の冷凍倉庫用装置と組み合わせてパッ15 

ケージ化し，施工とメンテナンスまでを全て手掛けるというビジネスモデルにより，

プラント受注の中で製品価格差をある程度吸収してトータルコストを抑えるととも

に，需要者に安心感と信頼感を与えることを挙げている。 

 他方，同稿において，本件発明の作用効果に関する直接的な言及はなく，また，

これを具体的に示唆する記載もない。 20 

 (h) 製造原価割合 

証拠（甲６）及び弁論の全趣旨によれば，被告製品２－２及び２－３が組み込ま

れたNewTonシステムのうち，被告主張の侵害部分（圧縮機本体，油分離器及び配

管部分）だけでなく，油冷却器，フィルター，駆動モーター及び制御装置も，油冷

式スクリュ圧縮機として必要な構成部分である。他方，証拠（乙１０９）及び弁論25 

の全趣旨によれば，被告製品２－２及び２－３が組み込まれたNewTonシステムの
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うち，油戻しは，油冷式スクリュ圧縮機として必要な構成部分ではない。 

そして，証拠（乙７５，８４，１０９，１１０）及び弁論の全趣旨によれば，上

記油冷式スクリュ圧縮機として必要な構成部分の製造原価がNewTonシステムの製

造原価に占める割合は●（省略）●％であることが認められる。 

 ｂ 原告各製品について 5 

(a) 原告各製品の特徴 

原告各製品のうち，圧縮機ユニットと呼ばれるものはスクリュ圧縮機に，コンデ

ンシングユニットと呼ばれるものはスクリュ圧縮機に凝縮器を備えたものに，それ

ぞれ相当することが認められるところ（甲１３），弁論の全趣旨によれば，原告各

製品はいずれも本件発明を実施していない。 10 

 原告各製品のうち，SHNシリーズはガス漏れ，オイル漏れに対する信頼性を向上

させた製品であり，オゾン層を破壊せず，温暖化係数も小さい，地球環境にやさし

い冷凍機として宣伝されている（甲１３）。 

また，iZシリーズについては，「二段半密閉アンモニア冷凍機」と題する記事

（神戸製鋼技術／Vol.63 No.2（Sep. 2013）。甲１３の５）において，優れた省エ15 

ネ性能，冷凍能力の増強，静音という特徴を有した冷凍機であり，省エネ性能の向

上は，顧客におけるランニングコストの削減及び二酸化炭素排出量の削減に寄与し，

冷凍能力の増強は，顧客のイニシャルコスト削減につながるとともに，冷却対象物

の品質向上にも寄与するとされる。さらに，半密閉アンモニア冷凍機は，地球温暖

化防止や環境保全の流れにマッチし，平成２５年９月時点で，累計出荷台数が２０20 

０台を超えたとされている。その宣伝広告物においては，高い省エネ性，半密閉化

によるアンモニア漏れの心配の解消とメンテナンス性の向上，従来機と比較におけ

る冷凍能力増強，運転状態の常時モニタリングによる緊急時への対応能力が強調さ

れていた（甲１３）。 

 他方，原告作成に係る原告各製品の宣伝広告物には，本件発明の作用効果に関す25 

る直接的な記載は見られず，また，これを示唆する具体的記載もない（甲１３）。 
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 (b) 原告各製品の取扱業者による販売促進活動 

「コンプレッサの販売とシステム提案」により「工場の省エネ化をトータルでプ

ロデュース」するという業者が，その取扱製品として原告各製品のうちiZシリーズ

を紹介しているところ，そこでは，「平成１５年度日本機械工業連合会会長賞受賞」

という実績と共に，従来機との比較で冷凍能力の４０％向上，運転状態の常時モニ5 

タリングによる緊急時への対応能力，省エネ性能等を強調している（甲１５の２）。 

(c) 原告各製品の受賞歴 

原告各製品のうちiZシリーズは，優れた省エネ機器に与えられる平成１５年度日

本機械工業連合会会長賞を受賞する（甲１５の２）とともに，平成１６年には日本

冷凍空調協会の技術賞を受賞した（甲１５）。 10 

ｃ NewTonシステム及び原告各製品の販売実績 

証拠（甲１３の４，乙７３）及び弁論の全趣旨によれば，アンモニア／二酸化炭

素冷媒・冷凍設備の冷凍機用途の油冷式スクリュ圧縮機市場は，事実上被告と原告

の二社寡占状態であること，平成２０年～平成２８年における，被告製品２－２及

び２－３の組み込まれたNewTonシステムを被告が販売した実績と，原告各製品を原15 

告が販売した実績の推移が以下のグラフのとおりであることがそれぞれ認められる。 

●（省略）● 

 他方，証拠（甲１８，１９，乙７３，８５，９３，１１０）及び弁論の全趣旨に

よれば，同時期に，被告製品２－１の組み込まれたNewTonシステムを被告が販売

した実績は，多くとも合計●（省略）●である。 20 

(ｲ) 検討 

ａ 前記認定のとおり，被告は，基本的には，油冷式スクリュ圧縮機である被告

製品２－２及び２－３を独立して販売しておらず，また，これらを組み込んだ

NewTonシステムについても同様であり，被告製品２－２及び２－３を組み込んだ

NewTonシステムを使用した被告製プラントを販売している。他方，原告は，スク25 

リュ圧縮機又はこれに凝縮器を付加した原告各製品を販売しているにとどまり，プ
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ラントという単位でみると，「セットメーカ」などといわれる別の業者が需要者に

対して提案するパッケージに組み込まれて販売されるという関係にある。このよう

に両者の業務形態が大幅に異なることは，本件の侵害品であるNewTonシステムへ

の需要と原告各製品への需要とが質的に異なる面があることをうかがわせる。この

ため，仮に被告製品２－２ないし２－３を組み込んだNewTonシステムが販売され5 

なかったとしても，原告各製品のいずれかが被告製品２－２又は２－３に直接代替

されることは考え難い。他方，そのような場合に，被告製品２－２及び２－３の譲

渡数量に対応する需要の全部又は一部が原告各製品の組み込まれたシステムを使用

したプラントに向かうことはあり得ることから，その場合は，結果的に，上記需要

が原告各製品に向かったことになる。もっとも，原告は，プラントを構成する圧縮10 

機を販売するにとどまり，プラント全体の構成及び価格の決定や需要者に対する販

売促進活動において及ぼし得る影響力には限りがあると思われる。 

以下では，このような観点も踏まえて，推定覆滅の有無及び程度を検討する。 

ｂ 被告製品２－２及び２－３は，本件発明の技術的範囲に属するものである以

上，基本的には本件発明の作用効果を奏すると考えられるところ，被告製品２－２15 

及び２－３において，本件発明の作用効果を奏していないという事情はうかがわれ

ない。この点，被告は，被告製品２－２及び２－３が本件発明の作用効果を奏する

ものではない旨主張するが，採用できない。 

もっとも，本件発明の作用効果は，スラスト軸受の負荷容量を大きくすること，

バランスピストンの受圧面積を大きくすること，逆スラスト荷重状態の発生をなく20 

すことなど，単純かつコンパクトな構造で，振動，騒音を低減させることができる

というものであり，技術的にはさておき，本件発明の実施品ないしこれを組み込ん

だシステムの経済的価値に強いインパクトを及ぼすような性質のものとは必ずしも

いえない。このことは，被告製品２－２及び２－３につき，被告がその販売促進活

動において本件発明の作用効果に直接的に言及していないこと，NewTonシステム25 

に対する外部的な評価においても，本件発明の作用効果に直接的に関わるものは見
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当たらず，これを示唆するものもないこと，特許権者である原告自身も，スクリュ

圧縮機等である原告各製品において本件発明を実施していないことによっても裏付

けられる。そうすると，本件発明の作用効果それ自体には，それほど強い顧客吸引

力はないと見るのが相当である。 

また，弁論の全趣旨によれば，NewTonシステムは被告製プラントの顧客吸引力5 

の中核を成す部分であり，被告製品２－２及び２－３は，NewTonシステムを稼働

させるために不可欠な部品であることが認められる。そこで，NewTonシステムの

顧客吸引力を検討すると，被告は，NewTonシステムの販売促進活動において，省

エネ，安全性，サポート体制等を特徴とするものであるとの点を強調している。し

かも，被告が強調するNewTonシステムのこれらの特徴は，表彰の受賞理由とされ，10 

また，その導入の動機となり，現にその実績も上がっているとされるなど，第三者

からも積極的に評価されていることがうかがわれる（なお，原告は，省エネや安全

性が本件発明の作用効果であるとも主張するけれども，NewTonシステムにおける

省エネや安全性はＩＰＭモーターや間接冷却方式を採用するなどしたことによるも

のであり，本件発明の作用効果とは無関係と見られることから，この点に関する原15 

告の主張は採用できない。）。  

ｃ 被告製品２－２及び２－３の製造原価がNewTonシステムの製造原価に占め

る割合は，被告製品２－２及び２－３の技術的・商業的価値を直接的に反映したも

のではないが，これを推し測る一事情とはなるところ，被告製品２－２及び２－３

がNewTonシステムを可動させるために不可欠な部分であるといっても，NewTonシ20 

ステムの製造原価における被告製品２－２又は２－３の製造原価の割合は，●（省

略）●にとどまる。 

ｄ NewTonシステムを使用した被告製プラントとそれ以外の同様のプラントの

販売実績は，アンモニア／二酸化炭素冷媒・冷凍設備の冷凍機用途の油冷式スクリ

ュ圧縮機市場が事実上被告と原告の二社寡占状態であることに鑑みると，原告及び25 

被告の各製造に係る圧縮機の納入実績におおむね対応するものと推察されることか
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ら，NewTonシステムを使用した被告製プラントの販売実績の方が右肩上がりであ

る●（省略）●。また，被告製プラントで使用されるNewTonシステムに組み込ま

れる圧縮機として被告の製造に係るもの以外のもの（おのずと，原告の製造に係る

製品がその候補となる。）が組み込まれるという事態は考え難い。そうすると，被

告が非侵害品を販売していたり，販売することが容易であったりすれば，仮に被告5 

製品２－２及び２－３が組み込まれたNewTonシステムが販売されなかったとして

も，需要の多くは被告の製造に係る非侵害品等を組み込んだNewTonシステムを使

用したプラントに向かったであろうと考えるのが合理的である。 

そして，被告は，被告製品２－２及び２－３以外にも，本件発明を侵害しない

NewTonシステム専用品として，被告製品２－１を製造しており，これによって被10 

告製品２－２及び２－３に代替することが考えられる。なお，原告は，被告製品２

－１が組み込まれたNewTonシステムの販売実績が少なかったことを指摘するけれ

ども，現に納入実績がある以上，需要者の需要を満たすものである限り，被告製品

２－１による代替に需要が向かう可能性を否定することはできない。 

また，被告は，本件特許権侵害行為当時，被告製品２以外にはNewTonシステム15 

専用の油冷式スクリュ圧縮機を製造していなかったものの，弁論の全趣旨によれば，

NewTonシステムにおいて，本件特許権の侵害を回避するために，例えば油ポンプ

を加えて加圧流路を設けることについての物理的な制約はさほどなく，また，コス

ト的にも問題とすべき程度に至るとは見られない。そうすると，被告製プラントを

欲する需要者の要望に対し，既存機種をベースとしたカスタマイズ等の形で対応し，20 

本件特許権侵害を回避することは比較的容易であったとうかがわれる。実際には，

本件特許権の非侵害品であるNewTonシステム専用の圧縮機としては被告製品２－

１しかなく，また，上記カスタマイズといった対応も取られなかったとはいえ，推

定を覆滅すべき事情としては，この点も考慮するのが合理的である。この点につき，

原告は，競合品として考慮できるのは現実に市場に存在した製品に限られると主張25 

するが，上記のとおり，これを採用することはできない。 
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ｅ 被告は，被告のNewTon事業の限界利益率が，原告の圧縮機事業の限界利益

率を上回ることを前提に，特許法１０２条２項により算定された利益の額が，特許

権者である原告がその実施能力に基づき得られたであろう利益の額を上回る場合は，

その限度で覆滅されると主張する。 

しかし，仮に被告のNewTon事業の限界利益率が原告の圧縮機事業の限界利益率5 

を上回るとしても，それをもって原告の圧縮機事業の実施能力が被告のNewTon事

業の実施能力に劣ることを意味するものではないから，被告の上記主張は，その前

提を欠く。 

したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。 

ｆ 以上の事情を総合的に考慮すると，本件においては，被告製品２－２及び２10 

－３が組み込まれたNewTonシステムを使用した被告製プラントの販売がなかった

場合に，これに対応する需要の全てが原告各製品やこれを組み込んだスクリュ圧縮

機，更にはこれを使用したプラントに向かったであろうと見ることに合理性はなく，

むしろ，そのような需要はごく限られると考えられる。そうすると，本件では，９

割の限度で，特許法１０２条２項による推定を覆滅するのが相当である。 15 

この点に関する原告及び被告の各主張は，いずれも採用できない。 

エ 以上によれば，原告の逸失利益の額は，別紙「損害額算定表（裁判所認定）」

の③欄のとおり，合計１２億５４２８万１９００円であると認められる。 

(2) 弁護士費用について 

上記(1)の逸失利益の額を始めとする本件に現れた一切の事情を考慮すると，別紙20 

「損害額算定表（裁判所認定）」の④欄のとおり，被告の本件特許権侵害行為と相

当因果関係に立つ弁護士費用相当損害額は，合計１億２５４２万８１８７円と認め

るのが相当である。これに反する被告の主張は採用できない。 

(3) 遅延損害金の起算日 

 不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金の起算日は，不法行為の日以後でな25 

ければならないから，原告の主張に鑑みると，当該期間における本件特許権侵害行
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為に基づく損害賠償債務（別紙「損害額算定表（裁判所認定）」の③欄）及びこれ

に対応する弁護士費用相当損害額の賠償債務（同④欄）の遅延損害金の起算日につ

いては，同⑥欄のとおりとするのが相当である。 

 (4) ５９３番代替機及び６０４８番転用機の２台の販売による損害（予備的主

張）について 5 

 原告は，上記２台の譲渡について特許法１０２条２項の適用が認められない場合

に同条３項に基づく算定による損害額の算定を予備的に主張する。しかし，前記(1)

のとおり，本件において，上記２台の譲渡についても同条２項が適用されることと

して原告の損害額を算定していることから，この点についての判断の必要はない。 

第５ 結論 10 

 以上によれば，原告の請求は主文第１項の限度で理由があるから，その限度で認

容し，その余の請求は理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決する。 

 大阪地方裁判所第２６民事部 

 

 15 

 

 

 

裁判長裁判官 

                                20 

            杉     浦     正     樹 

 

 

 

     25 

裁判官 
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            野     上     誠     一 

 

 

 5 

 

       裁判官 

                                

             大     門     宏   一   郎 

 10 

 

 

別紙 特許公報省略 

別紙 NewTonシステムの利益額算定表(1)～NewTonシステムの利益額算定表(6)省

略 15 
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（別紙） 

当事者目録 

 

原       告  株式会社神戸製鋼所 

同訴訟代理人弁護士  松  本  好  史 

同          松  井  保  仁 

同          岩  崎  浩  平 

被       告  株式会社前川製作所 

同訴訟代理人弁護士  山  﨑  順  一 

同          金  子     明 

同          平  井  佑  希 

同          木  村  祐  太 

同訴訟代理人弁理士  高  橋  昌  久 

同          石  橋  克  之 

同 補 佐 人 弁 理 士  大  木  利  恵 

以 上  
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（別紙） 

認容金額一覧表 

 

番号 損害賠償金 遅延損害金起算日 

1 ¥15,400,597  H20.12.31 

2 ¥60,778,569  H21.12.31 

3 ¥46,128,515  H22.12.31 

4 ¥106,187,562  H23.12.31 

5 ¥138,028,067  H24.12.31 

6 ¥123,356,774 H25.12.31 

7 ¥241,091,961  H26.12.31 

8 ¥265,691,246  H27.12.31 

9 ¥383,046,796  H28.10.25 

合計 ¥1,379,710,087 － 

 

以 上  
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（別紙） 

請求金額一覧表 

 

番号 損害賠償金 遅延損害金起算日 

1 ¥142,565,529  2008年12月31日 

2 ¥562,635,899  2009年12月31日 

3 ¥427,018,263  2010年12月31日 

4 ¥982,993,443  2011年12月31日 

5 ¥1,290,193,351  2012年12月31日 

6 ¥11,929,948  2012年12月31日 

7 ¥1,155,300,377  2013年12月31日 

8 ¥33,461,872  2013年12月31日 

9 ¥2,178,821,040  2014年12月31日 

10 ¥2,391,221,229  2015年12月31日 

11 ¥3,447,421,165  2016年10月25日 

合計 ¥12,623,562,116  － 

 

以 上  
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（別紙） 

被告製品目録 

 

１ 被告製油冷式スクリュ圧縮機のうち，GHシリーズという名称の圧縮機本体

が組み込まれ，かつ，油分離器の油溜まり部の油を加圧することなく導く均圧流路

（下図赤線部分）を有するもの 

２ 被告製油冷式スクリュ圧縮機のうち，JHSシリーズという名称の圧縮機本体

が組み込まれ，かつ，油分離器の油溜まり部の油を加圧することなく導く均圧流路

（下図赤線部分）を有するもの 

 

 

以 上  

 


